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１ 各種申請書類等の入手方法





１．県庁ホームページ（トップページ）

２．公共事業・建築・土木

　県ホームページから建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請等に関する様式等
をダウンロードすることができます。

「しごと・産業」の
「公共事業・建築・土木」をクリック

「建設業関係事務手続のご案内」をクリック
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３．建設業関係事務手続のご案内

目的の項目を選択し、
書類のダウンロードや必要な情報を閲覧してください。
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２ 建設業許可





2_1 建設業の許可

１ 建設業の許可と種類

１ 建設業とは

「建設業」とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、次の２９業種に分かれています（業種

の詳細はＰ１８～Ｐ２１を参照）。

土木工事業 電気工事業 板金工事業 電気通信工事業

建築工事業 管工事業 ガラス工事業 造園工事業

大工工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 さく井工事業

左官工事業 鋼構造物工事業 防水工事業 建具工事業

とび・土工工事業 鉄筋工事業 内装仕上工事業 水道施設工事業

石工事業 舗装工事業 機械器具設置工事業 消防施設工事業

屋根工事業 しゅんせつ工事業 熱絶縁工事業 清掃施設工事業

平成２８年６月新設 → 解体工事業

２ 建設業の許可

建設業を営もうとする者は、２９種類の業種ごとに許可を受ける必要があります。
ただし、「軽微な建設工事」のみを営業する場合は、必ずしも許可を受ける必要はあ

りません。

〈「軽微な建設工事」※許可を必要としないもの〉
建築一式工事 ○１件の請負代金が1,500万円未満の工事

（次のいずれか） ○延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事 １件の請負代金が500万円未満の工事

※ 一つの工事を２以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額
の合計額となります。（工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づ
く場合を除く）

※ 上記請負代金の額は、すべて消費税及び地方消費税を含みます。

また、注文者が材料を提供する場合、請負代金の額は材料費（市場価格）、運送費

を含めた額で判断します。

３ 許可の区分

(1) 知事許可と大臣許可

知事許可 県内だけに営業所を設置する場合

大臣許可 ２以上の都道府県に営業所を設置する場合

(注) 営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所（専任技術者配置等の要

件があります。）をいい、単なる登記上の支店や工事事務所等は該当しません。

(2) 一般建設業と特定建設業

下請契約の規模等により、業種ごとに一般建設業と特定建設業に区分されます。

なお、同一業種について一般と特定の両方の許可を取得することはできません。

特定建設業の許可 発注者から直接請け負った１件の工事代金について、

4,500万円（建築工事業の場合は7,000万円）以上となる

下請契約（下請契約が２以上あるときは、下請代金の総

額）を締結する場合

一般建設業の許可 上記以外
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４ 許可の有効期間

許可の有効期間は５年間です。それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、許

可の有効期間が満了する３０日前までに、更新の手続を取る必要があります。

なお、更新の申請は、有効期間が満了する３か月前から受け付けています。

また、更新と併せて業種追加の申請を行う場合は、許可の満了日の２か月前を目途と

して申請書を提出してください。

(例） 追加＋更新の申請 許可更新の 許可の

満了日の２か月前を目途 申請期限 満了日

↓

R5.4.30 R5.5.31 R5.6.30

◎ 有効期間の調整

途中で業種を追加すると、その追加業種の有効期間は新たに５年間となります。

このような場合、有効期間が複数存在することになりますが、他業種の更新を同

時に行うことにより、有効期間を調整（一本化）することができます。

〔例1：業種追加＋更新〕

H30.10.25に『建築工事業』の許可を受けていて、
R 5. 4.25に『大工工事業』の許可を追加する場合

建築の有効期間
（建築許可） （建築更新）
H30.10.25 R 5.10.25

大工の有効期間
（大工追加） （大工更新）
R 5.4.25 R10.4.25

大工の追加と
建築の更新を → 建築・大工の有効期間
同時にすると （更新分の手数料も必要です）

〔例２：更新（＋更新）〕

H30. 6.25に『土木工事業』の許可を受けていて、
H30.12.25に『とび・土工工事業』の許可を追加した場合

土木の有効期間
（土木更新） （土木更新）
R 5.6.25 R10.6.25

とびの有効期間
（とび追加） （とび更新）
H30.12.25 R 5.12.25

土木の更新と
とびの更新を → 土木・とびの有効期間
同時にすると （一本化されます）
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５ 許可の基準（許可を受けるための要件の概要）

※１ １-①-イの(2)又は(3)、ロの(1)又は(2)に該当する場合は、事前に管理課へ相談ください。

一般建設業 特定建設業

（

）

①
常
勤
役
員
等

経
営
業
務
の
管
理
責
任
者
等

次の全てに該当すること

　イ　 欠損の額が資本金の２０％を超えないこと
　ロ　 流動比率が７５％以上であること
　ハ　 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万
　　円以上であること

４
財
産
的
基
礎

②
社
会
保
険
等

１
経
営
業
務
の
管
理
を
適
正
に
行
う
に
足
り
る
能
力

２
営
業
所
の
専
任
技
術
者

３
誠
実
性

次のいずれかに該当すること

　イ　 自己資本が500万円以上あること
　ロ　 500万円以上の資金調達能力があること
　ハ　 直近５年間許可を受けて継続して営業した実績
　　のあること

　
　建設業者として次のいずれかに該当する体制を有すること

　イ　常勤役員等（法人である場合は常勤役員、個人である場合にはその者または支配人）のうち１人が次のい
    ずれかに該当する者であること
　（１）　建設業に関し、５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
　（２）　建設業に関し、５年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権限の
　　　　　委任を受けた者に限る）として経営業務を管理した経験を有する者　※1
　（３）　建設業に関し、６年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者
　　　　　を補佐する業務に従事した経験を有する者　※1
　ロ　常勤役員等のうち１人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験（許可を受けてい
　　る建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者に
　　おける５年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。）を有する者、労務管理の経験を有す
　　る者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものである
　　こと
　（１）　建設業に関し、２年以上の役員等としての経験を有し、かつ、５年以上役員等又は役員に次ぐ職制上
　　　　　の地位にある者（財務管理、労務管理及び業務運営の業務を担当する者に限る）としての経験を有す
　　　　　る者　※1
　（２）　５年以上の役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、２年以上役員等としての経験を有する者　※1
　ハ　国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者

　営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること

許可を受けようとする業種の工事について
　イ　 指定学科（P 30表）を卒業後３年又は５年
　　以上の実務経験を有する者
　ロ　１０年以上の実務経験を有する者
　ハ　イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認
     められた者
　　（別表（二）P 23～25の資格を有する者）

許可を受けようとする業種の工事について
　イ　 一定の国家資格等を有する者
　ロ　 左欄のイ～ロのいずれかに該当し、かつ、4,500万
　　円以上の元請工事について２年以上指導監督的な
　　実務経験を有する者（※2）
　ハ　 イ、ロと同等以上の能力を有すると認められた者

　※2 指定建設業（土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造
　　　園）については、上記”ロ”の要件では専任技術者として認めら
　　　れません。

　　法人、法人役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長について、請負契約に関して不正又は不誠実な
 行為をするおそれがないこと

 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び雇用保険に関し、適用事業所に該当する全ての営業所について
その旨を届け出ていること
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６ 建設業認可申請（譲渡及び譲受け・合併・分割、相続） 

 

(1) 認可制度の概要 

   令和２年 10月１日施行の建設業法改正により、建設業許可に関する事業承継及び相続に

関する制度が新設されました。 

   この承継制度により、事業承継等を行う場合は承継日前にあらかじめ認可を受けること

で、空白期間を生ずることなく許可を受けた建設業者としての地位を承継することが可能

になりました。また、相続についても、許可を受けている個人の死亡後 30日以内に申請し

認可を受けることで、その相続人が建設業の許可を承継することが可能です。 

   ただし、いずれの場合も承継者等が経営業務の管理責任者や専任技術者を配置する等の

許可の要件を満たす必要があります。 

 

(2) 認可制度の種類 

① 譲渡及び譲受け（個人→個人、個人→法人、法人→個人、法人→法人） 

② 合併（吸収合併、新設合併） 

③ 分割（吸収分割、新設分割） 

④ 相続（個人の相続） 

 

(3) 許可番号 

・ 許可業者が許可を受けていない建設業者に承継される場合は、被承継者（被相続人）の

許可番号が引き継がれます。 

・ 複数の許可業者間で承継が行われる場合は、被承継者と承継者の許可番号のいずれか

を選択できます。 

 

(4) 許可の有効期間 

① 事業承継等（譲渡及び譲受け・合併・分割）の場合 

事業承継等の効力発生日の翌日から起算して５年 

② 相続の場合 

認可日の翌日から起算して５年 

 

(5) 認可の基準（認可を受けるための要件の概要） 

    認可を受ける場合には、以下の全てに該当していることが必要です。 

① 【事業承継等】事業承継等の効力発生日前までに認可を受けること 

【相続】被相続人の死後 30日以内に申請を行い、認可を受けること 

② 被承継者（被相続人）の建設業の全部を承継すること 

③ 被承継者（被相続人）が一般（特定）建設業の許可を受けている業種について、承継 

者（相続人）が特定（一般）建設業の許可を受けていないこと 
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(6) 申請の手順 

① 申請の流れ 

 

 

② 事前相談 

     認可申請が見込まれる場合は、承継予定日のおよそ２か月前までに管理課へご相談く

ださい。 

     相続の場合は、被相続人の死亡後３０日以内が申請の期限となりますので、早めにご

相談ください。 

 

③ 申請書の提出 

ア 提出書類 

認可申請書及び添付書類一覧表(P13)のとおり 

イ 提出先 

管轄の土木事務所又は西臼杵支庁  

ウ 提出部数 

正本１部、副本２部  ※ 電算用紙は不要 

エ 手数料 

手数料はかかりません。 

 

④ 承継後に提出すべき書類 

    認可申請に必要な書類の一部は、承継後に提出する書類があります。提出期限内に求め

られた書類が提出されない場合、認可取消し処分の対象となるため、期限内の提出をお願

いします。 

 

 

 

(7) 個人事業主の事業承継について 

  個人事業主が後継者に事業を承継する場合は、認可（譲渡及び譲受け）を受けることによ

り、廃業せずとも許可を承継できますが、許可の要件である常勤役員等（経営業務の管理責

任者等）の経営経験が求められます。 

   このため、後継者への事業の承継を検討されている場合は、後継者を支配人登記するな

ど、早めに対応されることをお勧めします。 

事前相談
認可申請書

の提出
審査 認可

建設業許可の承継日

（事業承継等の

効力発生日）

承継後の

書類の提出

２か月前 45日前

詳細は、県ホームページに掲載している【建設業認可申請の手引き】をご覧ください。 
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２ 許可の手続
１ 申請の区分

申 請 区 分 手数料

１ 新規 現在有効な許可を受けていない者が、新たに許可 ９万円

申請をする場合（法人成り、個人成り、許可切れ

を含む）

２ 許可換え新規 大臣又は他都道府県知事の許可から宮崎県知事の ９万円

許可に切り替え申請する場合

３ 般・特新規 一般〔特定〕建設業の許可のみを受けている者が、 ９万円

新たに特定〔一般〕建設業の許可を申請する場合

４ 業種追加 一般〔特定〕建設業の許可を受けている者が、他 ５万円

の業種について一般〔特定〕建設業の許可を申請

する場合

５ 更新 有効期間満了前に更新する場合 ５万円

６ 般・特新規 ３と４を同時に申請する場合 １４万円

＋業種追加

７ 般・特新規 ３と５を同時に申請する場合 １４万円

＋更新

８ 業種追加 ４と５を同時に申請する場合 １０万円

＋更新

９ 般・特新規 ３と４と５を同時に申請する場合 １９万円

＋業種追加

＋更新

（注）申請手数料は、一般又は特定建設業の一方のみを申請する場合の金額です。

両方申請する場合はもう一方の手数料分が加算されます。

（例）・一般と特定の両方を更新 １０万円

・一般の更新＋特定の追加 １０万円

・一般と特定の両方を更新＋一般の追加 １５万円

・一般と特定の両方の新規 １８万円

なお、上記手数料は手続１回当たりの金額であり、申請業種がいくつであって

も変わりません。

上記の許可申請ではなく、許可を受けた地位の承継（①事業承継〔譲渡・譲受け、会社

の合併、分割〕または②相続の認可）の場合は申請手数料は必要ありません。
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２ 申請の手順

(1) 申請書類の入手方法

許可申請書類は、宮崎県庁のホームページからダウンロードしてください。（Ｐ１、

２参照）。申請書類の配布は行っておりません。

(2) 申請書の提出（最新の申請様式以外は受け付けません）

① 提出先

申請者は、管轄の土木事務所又は西臼杵支庁に申請書類を提出してください。(郵

送での受付はしていません。) （各事務所の連絡先は、テキスト裏表紙を参照）

② 提出部数

正本１部、副本２部、電算用紙１部です（部数不足は受け付けません）。

※ 正本は添付書類含めて全て原本。副本と電算用紙は正本のコピーで可。

ただし、様式第１号別紙三の証紙添付欄については、副本の添付は不要です。

正本 副本 副本 電算用紙

＋
土木事務所 申請者控え 建設業関係

西臼杵支庁 閲 覧 所

※ 電算用紙が必要な様式は次のとおりです。なお、更新の場合は、様式第１

号のみ提出が必要で、それ以外の電算用紙は省略可能です。

・様式第１号 建設業許可申請書

・別紙二(1) 営業所一覧表（新規許可等）

・様式第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

・様式第８号 専任技術者証明書（新規・変更）

③ 申請書のとじ方

ア 申請書類は左側２穴の紐とじで提出して

ください。紙ファイルにとじて提出する必

要はありません。

イ 建設業許可申請受付票を作成の上、申請

書の１枚目に添付してください。

※太枠内を記入してください。

【申請区分及び手数料】

円

※太枠の該当する区分に○印をつけ、手数料の額を記入してください。

本店以外の支店・営業所の設置の有無 支配人（登記済みの者に限る。）の有無

建設業許可申請受付票

許可番号 宮崎県知事許可（
般
－ 2 １ ） 第 90000 号

※初めて申請する
　場合は記入不要

特

商号・名称 （株）みやざき建設

今回申請する
許可の区分

一般のみ ・ 特定のみ ・ 一般と特定の両方 ※いずれかに○

更新

一般 ○ ５０，０００円

特定 ５０，０００円

追加

一般 ○ ５０，０００円

特定 ５０，０００円

一般 ９０，０００円

特定 ９０，０００円 手数料　計 100,000

注：「新規」には、般・特新規（一般建設業のみ許可を受けている者が特定建設業を申請する場合
　　など）や許可換え新規（大臣許可→知事許可など）を含む。

【　法　人　】 【　個　人　】

有 有（支配人登記済み）

新規（注）

○ 無（本店のみ） 無

※太枠の該当する区分に○印をつけてください。 ※太枠の該当する区分に○印をつけてください。
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④ 申請手数料の納入方法

手数料は、宮崎県の収入証紙を別紙三（収入証紙貼付書）にあらかじめ貼付して

ください。（収入印紙ではありません。）

なお、新規（許可換え新規、般特新規を除く）の場合は、全ての審査が終了した

後に貼付してください。

⑤ 書面審査及び営業所の実態調査

申請内容の審査に当たり、必要に応じて申請書類以外の資料の提出を求めたり、

営業所の実態等について調査（面接）を行うことがあります。

◎ 新規許可申請時における面接の実施について

新規許可申請においては、申請書類の内容確認及び許可取得後の手続きや建設業

法上の注意事項等の説明のために、面接を実施します。

＜面接時に持参いただくもの＞

① 経営業務の管理責任者や専任技術者の経験確認のために必要な、過去の工事契

約書等

② 常勤性を確認するための健康保険証の写し等

③ 財産的基礎を確認するための、５００万円以上の残高証明書（金融機関発行）

※ 申請日から３か月以内に発行されたもの（一般建設業のみ）

④ 営業所の写真（外観全景、事務所入り口、事務所内部全景）

※ デジタルカメラの画像を普通紙にカラー印刷したもので可

申請内容によって確認資料は異なりますので、必要に応じて上記以外の資料を求

めることがあります。
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３ 建設業許可・経営事項審査の電子申請

令和５年１月から建設業許可や経営事項審査の電子申請が可能となりました。

(1) 電子申請ができる手続

・ 建設業許可申請（新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新）
※ 認可申請（譲渡及び譲受け・合併・分割、相続）は、電子申請の対象外です。

従来どおり紙による申請をお願いします。

・ 変更届（決算変更届含む）
・ 廃業届
・ 経営事項審査申請

(2) 電子申請システム関連サイト

・ 建設業許可・経営事項審査電子申請システム（ＪＣＩＰ）

https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001
電子申請はこちらのサイトにログインし申請してください。

・ 電子申請システム操作マニュアル

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_0
00001_00019.html
システム操作マニュアルや動画説明は、こちらの国土交通省ＨＰでご確認ください。

・ ＧビズＩＤ
電子申請システムの利用には、デジタル庁が発行するＧビズＩＤの取得が必要です。

https://gbiz-id.go.jp/top/

・ 建設業許可電子閲覧システム
電子申請された許可申請や届出は、建設業許可電子閲覧システムで閲覧できます。

ただし、閲覧対象は電子申請されたものに限ります。

https://prod-internet.jcip.mlit.go.jp/Client/

(3) システムに関するお問合せ

システムに関するお問合せは、下記により電話又はメールにてお願いします。

○ ヘルプデスク（受付時間：平日９時～１７時）

電話番号：0570-033-730
○ メールによるご照会

電子申請システム内の「お問い合わせ画面」によりお願いします。

(4) 本県における取扱い

申請手数料は、従来どおり収納証紙を取扱店により購入し、所定の様式に添付して、

管理課への持参・郵送（書留に限る）、または管轄の土木事務所等への持参により提

出してください。

なお、手数料はシステムで手数料納付の指示を受けた後に提出してください。

建設業許可及び経営事項審査の通知書は、従来どおり紙により郵送します。

 建設業 電子申請 検索

 建設業 電子申請マニュアル 検索

 ＧビズＩＤ 検索
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４　建設業許可申請書及び添付書類一覧

様式番号
①
新
規

②
許
可
換
え
新
規

③
般
特
新
規

④
業
種
追
加

⑤
更
新

⑥
般
特
新
規
＋
業
種
追
加

⑦
般
特
新
規
＋
更
新

⑧
業
種
追
加
＋
更
新

⑨
般
特
新
規
＋
業
種
追
加
＋
更
新

備考

建設業許可申請受付票 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第１号 建設業許可申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

別紙一 役員等の一覧表　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＜注１＞

別紙二（１） 営業所一覧表（新規許可等） ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

別紙二（２） 営業所一覧表（更新） － － － － ○ － ○ ○ ○

別紙三 収入証紙貼付書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

別紙四 専任技術者一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２号 工事経歴書 ○ ○ ○ ○ － ○ ● ● ●

第３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

第４号 使用人数 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

第６号 誓約書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

登記されていないことの証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＜注２＞

身分証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＜注２＞

第７号 常勤役員等（経管等）証明書 □ □ □ □ □ □ □ □ □

別紙 常勤役員等の略歴書 □ □ □ □ □ □ □ □ □

第７号の２ 常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の証明書 □ □ □ □ □ □ □ □ □

別紙一 常勤役員等の略歴書 □ □ □ □ □ □ □ □ □

別紙二 常勤役員を直接に補佐する者の略歴書 □ □ □ □ □ □ □ □ □

組織図 □ □ □ □ □ □ □ □ □

第７号の３ 健康保険等の加入状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の領収書等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第８号 専任技術者証明書（新規・変更） ○ ○ ○ ○ － ○ ● ● ●

技術検定合格証明書等の資格証明書 ○ ○ ○ ○ － ○ ● ● ●

第９号 実務経験証明書 ○ ○ ○ ○ － ○ ● ● ●

卒業証明書 ○ ○ ○ ○ － ○ ● ● ●

第１０号 指導監督的実務経験証明書 ○ ○ ○ ○ － ○ ● ● ● ＜注４＞

監理技術者資格者証の写し ○ ○ ○ ○ － ○ ● ● ● ＜注５＞

第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＜注６＞

第１２号
許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等）の住
所、生年月日等に関する調書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＜注７＞

第１３号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＜注８＞

定款 【法人】 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ＜注９＞

第１４号 株主（出資者）調書 【法人】 ○ ○ － － △ － △ △ △

第１５号 貸借対照表 【法人】 ○ ○ △ － － △ △ － △ ＜注１０＞

第１６号 損益計算書・完成工事原価報告書 【法人】 ○ ○ － － － － － － －

第１７号 株主資本等変動計算書 【法人】 ○ ○ － － － － － － －

第１７号の２ 注記表 【法人】 ○ ○ － － － － － － －

第１７号の３ 附属明細書 【法人】 ○ ○ － － － － － － － ＜注１１＞

第１８号 貸借対照表 【個人】 ○ ○ － － － － － － －

第１９号 損益計算書 【個人】 ○ ○ － － － － － － －

　 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ＜注１２＞

第２０号 営業の沿革 ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○

第２０号の２ 所属建設業者団体 ○ ○ － － △ － △ △ △

第２０号の３ 主要取引金融機関名 ○ ○ － － △ － △ △ △

　 納税証明書（県税の納付すべき税額、納付した税額、未納額がわかるもの） ○ ○ － － － － － － －

　※技術関係職員名簿の様式は提出不要となりました。

注１ 

注２ 

注３ 「第７号及び別紙」もしくは「第７号の２及び別紙一・二、組織図」のいずれかが必要です。

注４ 特定建設業で２級相当の資格者を監理技術者等として認定する際に必要です。

注５ 監理技術者資格者証の写しにより、専任技術者証明が可能です。

注６ 法人で主たる営業所のみの場合（支店その他の営業所がない場合）、個人で支配人がいない場合は、省略可能です。

注７ 経営業務の管理責任者である常勤役員等は、作成不要です。

注８ 役員等が令３条使用人を兼ねている場合は、省略できます。

注９ 新規、業種追加については、定款及び登記の「目的」欄に当該工事に関する記述が必要です。

注１０ 新たに特定建設業の許可を受ける場合は、貸借対照表の添付が必要です。

注1１ 資本金の額が１億円超又は最終の貸借対照表の負債額が２００億円以上の株式会社（特例有限会社を除く）は必要です。

注1２ 登記事項証明書は申請日から３ヶ月以内に発行されたものに限ります。なお、個人事業者の場合は支配人の設置がある場合のみ必要になります。

個人事業者であっても、常勤役員等（経管等）については記載が必要です。「役員等」とは、従来からの役員に加え、相談役及び顧問（非常勤を含む）、
総株主の議決権の１００分の５以上を有する株主等を含みます。

個人の場合は事業主及び支配人、法人の場合は役員及び令３条使用人全員のものが必要です。（申請日から３ヶ月以内に発行されたものに限る）

＜注３＞

書類の名称

＜注３＞・「第７号と別紙」

もしくは

・「第７号の２と別紙一、

別紙二、組織図」

のいずれかの

提出で可

○・・・必須提出書類

△・・・提出済みの書類から変更がなければ省略可能

●・・・更新をする建設業種に関しては省略可能

□・・・該当する書類を提出（以下の①、②の区分に応じて必要書類の提出が必要）

①規則第７条第１号イに該当 → 第７号、第７号別紙

②規則第７条第２号ロに該当 → 第７号の２、第７号の２別紙一・二
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５　認可申請書（事業承継（譲渡、合併、分割）または相続）及び添付書類一覧

様式番号
譲
渡

合
併

分
割

相
続

備考

第２２号の５ 譲渡及び譲受け認可申請書 ○ － － －

第２２号の６ 誓約書（健康保険等に関する届出について） ○ ○ ○ －

第２２号の７ 合併認可申請書 － ○ － －

第２２号の８ 分割認可申請書 － － ○ －

第２２号の１０ 相続認可申請書 － － － ○

第２２号の１１ 誓約書（健康保険等に関する届出について） － － － ○

別紙一 役員等の一覧表　 ○ ○ ○ － ＜注１＞

別紙二 営業所一覧表 ○ ○ ○ ○ ＜注２＞

別紙三 専任技術者一覧表 ○ ○ ○ ○ ＜注３＞

第２号 工事経歴書 ○ ○ ○ ○

第３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ○ ○ ○ ○

第４号 使用人数 ○ ○ ○ ○

第６号 誓約書 ○ ○ ○ ○

登記されていないことの証明書 ○ ○ ○ ○ ＜注４＞

身分証明書 ○ ○ ○ ○ ＜注４＞

第７号 常勤役員等（経管等）証明書 □ □ □ □

別紙 常勤役員等の略歴書 □ □ □ □

第７号の２ 常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の証明書 □ □ □ □

別紙一 常勤役員等の略歴書 □ □ □ □

別紙二 常勤役員を直接に補佐する者の略歴書 □ □ □ □

組織図 □ □ □ □

第７号の３ 健康保険等の加入状況 ○ ○ ○ ○ ＜注６＞

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の領収書等 ○ ○ ○ ○

第８号 専任技術者証明書（新規・変更） ○ ○ ○ ○

技術検定合格証明書等の資格証明書 ○ ○ ○ ○

第９号 実務経験証明書 ○ ○ ○ ○

卒業証明書 ○ ○ ○ ○

第１０号 指導監督的実務経験証明書 ○ ○ ○ ○

監理技術者資格者証の写し ○ ○ ○ ○

第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 ○ ○ ○ ○ ＜注７＞

第１２号
許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等）の住
所、生年月日等に関する調書

○ ○ ○ ○ ＜注８＞

第１３号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 ○ ○ ○ ○ ＜注９＞

定款 ○ ○ ○ －

第１４号 株主（出資者）調書 【法人】 ○ ○ ○ －

第１５号 貸借対照表 【法人】 ○ ○ ○ ○

第１６号 損益計算書・完成工事原価報告書 【法人】 ○ ○ ○ ○

第１７号 株主資本等変動計算書 【法人】 ○ ○ ○ ○

第１７号の２ 注記表 【法人】 ○ ○ ○ ○

第１７号の３ 附属明細書 【法人】 ○ ○ ○ ○

第１８号 貸借対照表 【個人】 ○ ○ ○ ○

第１９号 損益計算書 【個人】 ○ ○ ○ ○

　 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） ○ ○ ○ ○ ＜注１０＞

第２０号 営業の沿革 ○ ○ ○ ○

第２０号の２ 所属建設業者団体 ○ ○ ○ ○

　 譲渡・合併・分割契約書 ○ ○ ○ ○ ＜注１１＞

株主総会若しくは社員総会の議事録等 【法人】 ○ ○ ○ ○ ＜注１２＞

戸籍謄本若しくは除籍謄本 【個人】 － － － ○

相続人同意書 【個人】 － － － ○

注１ 

注２ 

注３ 相続の場合はこの様式が別紙二となります。

注４ 

注５ 「第７号及び別紙」もしくは「第７号の２及び別紙一・二、組織図」のいずれかが必要です。

注６ 

注７ 法人で主たる営業所のみの場合（支店その他の営業所がない場合）、個人で支配人がいない場合は、省略可能です。

注８ 経営業務の管理責任者である常勤役員等は、作成不要です。

注９ 役員等が令３条使用人を兼ねている場合は、省略できます。

注1０

注1１ 新設分割の場合は、分割計画書

注1２ 譲渡、合併、分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

登記事項証明書は申請日から３ヶ月以内に発行されたものに限ります。なお、個人事業者の場合は支配人の設置がある場合のみ必要になります。

認可日から２週間以内に提出

＜注５＞

＜注５＞

書類の名称

個人事業者であっても、常勤役員等（経管等）については記載が必要です。「役員等」とは、従来からの役員に加え、相談役及び顧問（非常勤を含む）、総株
主の議決権の１００分の５以上を有する株主等を含みます。

相続の場合はこの様式が別紙一となります。

個人の場合は事業主及び支配人、法人の場合は役員及び令３条使用人全員のものが必要です。（申請日から３ヶ月以内に発行されたものに限る）

・「第７号と別紙」

もしくは

・「第７号の２と別紙一、

別紙二、組織図」

のいずれかの

提出で可

○・・・必須提出書類

□・・・該当する書類を提出（以下の①、②の区分に応じて必要書類の提出が必要）

①規則第７条第１号イに該当 → 第７号、第７号別紙

②規則第７条第２号ロに該当 → 第７号の２、第７号の２別紙一・二
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３ 許可を受けた後の届出等
１ 変更等の届出

許可を受けた後、許可の内容に変更が生じた場合には、下表に掲げる区分に従って変

更等の書類を法定提出期限内に管轄の各土木事務所又は西臼杵支庁に提出しなければな

りません（郵送での受付はしていません）。

書類の提出部数は、許可申請書と同じく正本１部、副本２部、電算用紙１部です。

（部数不足は受け付けません）

変更等の届出事項と提出書類 ※ は電算用紙が必要な様式

法定
№ 変更事項 届出書様式及び添付書類

期限

１ 商号・名称 ①変更届出書第一面（様式第22号の2）

②履歴事項全部証明書（商業登記簿）（法人の場合）

※有限会社等から株式会社等への組織変更は、名称変更で可能（個

人成り、法人成りは変更届ではなく、許可の再申請又は認可申請

が必要）

２ 営 業 所 変更・従 ①変更届出書（様式第22号の2）

(本社・ たる営業 ※従たる営業所の変更・追加の場合は第二面も必要

支店の住 所の追加 ②許可申請書別紙二(2)

所) ③履歴事項全部証明書（商業登記簿）（法人の場合）

④県又は市町村に提出した法人（営業所）設置届の写し

※ただし登記で確認できる営業所の変更・追加の場合は添付不要

⑤営業所の写真（外観、内部）

※従たる営業所の追加の場合は№７、９の届出も必要

事

従たる営 ①変更届出書（様式第22号の2）（第二面も） 実

業所の削 ②許可申請書別紙二(2) ※№７、９の届出（削除）も必要 の

除 発

生

３ 資本金額 ①変更届出書第一面（様式第22号の2） か

②株主（出資者）調書（様式第14号） ら

③履歴事項全部証明書（商業登記簿） 30

日

４ 役員等 就任 ①変更届出書第一面（様式第22号の2） 以

※代表者の変更の場合は①の電算用紙も必要 内

②許可申請書別紙一＜役員等の一覧表＞

③誓約書（様式第6号）

④登記されていないことの証明書（成年被後見人、被保佐人とする

記録がないことの証明）（注）

⑤身分証明書（注）

⑥許可申請者の住所、生年月日等に関する調書（様式第12号）

⑦履歴事項全部証明書（商業登記簿）

※既に役員である者が代表取締役となる場合は③～⑤は不要

※個人事業主の変更は、変更届ではなく、許可の再申請が必要

退任 ①変更届出書第一面（様式第22号の2）

②許可申請書別紙一＜役員等の一覧表＞

③履歴事項全部証明書（商業登記簿）

５ 支配人 ①変更届出書第一面（様式第22号の2）

②誓約書（様式第6号）

③登記されていないことの証明書（成年被後見人、被保佐人とする

記録がないことの証明）（注）

④身分証明書（注）

⑤令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第11号）

⑥令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書（様

式第13号）

⑦履歴事項全部証明書（支配人の登記）

※退任の場合は②～⑦は不要
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法定
№ 変更事項 届出書様式及び添付書類

期限

６ 廃業 ①廃業届（様式第22号の4）
(全廃業、一部廃業) ※一部廃業の場合はNO.９の届出（担当業種の変更）も必要

７ 従たる営業所の代表 ①変更届出書第一面（様式第22号の2）
者（支店長、営業所 ②誓約書（様式第6号）
長） ③登記されていないことの証明書（成年被後見人、被保佐人とする

記録がないことの証明）（注）
④身分証明書（注）
⑤建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第11号）
⑥令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書（様
式第13号） 事

実
８ 常勤役員等（経営業 ①変更届出書第一面（様式第22号の2） の

務の管理責任者等） ②常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書（様式第7号） 発
③常勤役員等の略歴書（様式第７号別紙） 生
④常勤役員等（経営業務の管理責任者等）としての経験年数を確認 か
できるもの（必要経験年数を確認できる登記事項証明書等） ら

⑤常勤性を確認できるもの（健康保険証の写し等） ２
常勤役員等及び常勤 ①変更届出書第一面（様式第22号の2） 週
役員等を直接補佐す ②常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の証明書（様式第7 間
る者 号の2） 以

③常勤役員等の略歴書（様式第7号の2別紙一） 内
④常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書（様式第7号の2別紙二）
⑤組織図
⑥常勤性を確認できるもの（健康保険証の写し等）

９ 専任技 変更・追加 ①変更届出書第一面（様式第22号の2）
術者 ②専任技術者証明書（様式第8号）

③保有資格等を証明する次のいずれかの書類
イ 指定学科の卒業証明書＋実務経験証明書（様式第9号）
ロ 実務経験証明書（様式第9号）
ハ 資格証明書・国土交通大臣認定書等の写し（2級技能検定な
ど合格後の実務経験が必要なものは実務経験証明書（様式第9
号）も必要）

※ 特定建設業の場合、２級相当の資格者等の場合は、上記に加
え、指導監督的実務経験証明書（様式第10号）が必要

※ 実務経験の証明者が建設業許可を有していない場合は、業種
ごとに必要経験年数分の工事請負契約書の写し等が必要

④常勤性を確認できるもの（健康保険証の写し等）

削除 ・交代者有 ①変更届出書第一面（様式第22号の2）
②専任技術者証明書（様式第8号）

・交代者無 ①変更届出書第一面（様式第22号の2）
②届出書（様式第22号の3）

(注) 登記されていないことの証明書（成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明）及び
身分証明書（禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。後見の登記の通知を受けていな
い。破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。）については、届出日前３か月以内
に発行されたものに限ります。
※ 登記されていないことの証明書は、宮崎地方法務局戸籍課（電話0985-22-5250）でのみ交
付され、支局では交付されません（申請用紙は備えています）。
なお、郵送での交付請求は、東京法務局民事行政部後見登録課（電話03-5213-1360）にな

ります。
※ 市町村長が発行する身分証明書は、本籍地のある市町村の住民担当窓口で交付されます。

◎ 健康保険等の加入状況や、本社・支店の電話番号に変更があった場合も、速やかに「様式第22の2
号」を提出してください。

※ 健康保険等の加入状況の変更については「様式第7号の3」の提出も必要。
※ 電話番号の変更については添付書類は不要。

【参考】
令和２年４月１日から、（様式第11号の2）国家資格者等・監理技術者一覧表及び営業所の付近見

取図は提出不要となりました。
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２ 決算変更届

毎事業年度終了後４か月以内に、決算等の届出をする必要があります。

ただし、経営事項審査を受審される場合は、審査期間との関係がありますので、なる

べく事業年度終了後３か月以内に、経営事項審査申請書と併せて提出してください。

なお、決算変更届が未提出の場合は、許可の更新申請を受け付けません。

提出部数は正本１部、副本２部です（部数不足は受け付けません）。

３ 廃業届

次の場合には、廃業届の提出が必要です。（承継や相続の認可を受けた場合を除く。）

① 建設業をやめる場合

② 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）や専任技術者が不在となり、許可の要件

を満たさなくなった場合

③ 法人が個人成り、又は、個人が法人成りする場合

４ 許可証明

許可通知書は再発行しません。また、商号や住所、代表者が変更になっても、新たな

通知書は発行しません。

許可通知書を紛失した場合や、新しい商号、代表者名による許可の証明が必要な場合

は、本店所在地の土木事務所又は西臼杵支庁で建設業許可証明書を発行しています。

なお、証明書の発行には手数料（収入証紙４００円）が必要です。

提出書類
①変更届出書（事業年度終了用のもの）
②工事経歴書（様式第２号）
③直前３年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
④財務諸表等
《法人》貸借対照表（様式第15号）

損益計算書（様式第16号）
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書（様式第17号）
注記表（様式第17号の2）
事業報告書（様式は任意）※特例有限会社を除く株式会社のみ提出。
附属明細表（様式第17号の3）
法人事業税の納税証明書（納付すべき税額・納付した税額・未納額がわかるもの）

《個人》貸借対照表（様式第18号）
損益計算書（様式第19号）
個人事業税の納税証明書（納付すべき税額・納付した税額・未納額がわかるもの）

⑤使用人数（様式第4号）
⑥建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第11号）
⑦定款
⑧健康保険等の加入状況 ※令和２年10月から様式変更あり（様式第７号の３）。
※⑤～⑧は変更があった場合のみ添付（⑧は従業員数の変更があった場合のみ）。

廃業の事由 届出をすべき者

個人事業主の死亡 相続人

法人が合併により消滅 役員であった者

法人が合併又は破産以外の事由により解散 清算人

許可を受けた建設業を廃止（軽微な工事は可能） 法人役員又は個人事業主本人

法人が破産を原因として解散 破産管財人
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５ その他

◎「許可」・「経営事項審査」・「入札参加資格」の関係

何らかの理由で「建設業許可」を失った場合、この許可を前提とする県の「入札参

加資格」の効力も失われます。

許可を失う主な理由としては、更新を失念したことによる許可切れや、事業休止に

伴う廃業届の提出等がありますが、個人事業の代替わりや法人成りによっても同様に

従前の許可を失う（※）ことになりますので、注意が必要です。

特に、許可を失ってから、新たな経営事項審査結果や入札参加資格を得るまでに、

相当程度の期間が必要となることにご注意ください。（この間は公共工事の入札に参

加することはできません。）

（※）譲渡及び譲受けの認可を受けた場合を除く。

〔各手続に要する期間(目安)〕

許可 ※入札参加
申請 許可 資格申請 認定

約１か月半 １～２か月

約４か月

経審 経審
申請 結果

この間は入札に参加できません

※入札参加資格がある方の個人事業の承継や法人成りを理由とする入札参加資格の申
請は随時受け付けていますが、通常は半年ごとの受付になりますので、許可申請の
タイミングによっては、入札参加資格の認定までに１年以上を要する場合がありま
す。
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務
に
お
け
る
草
刈
り
、
路
面
清
掃
、
側
溝
清
掃
、
降
灰
除
去
作
業
 

　
　
・
設
備
関
係
の
保
守
・
点
検
を
主
体
と
す
る
業
務
 

　
　
・
地
質
調
査
（
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
含
む
）
、
測
量
調
査
 

　
　
・
建
売
分
譲
住
宅
の
販
売
 

　
　
・
自
動
車
、
船
舶
へ
の
機
械
取
付
 

　
　
・
自
社
社
屋
等
を
自
ら
施
工
し
た
工
事
 

◎
「
解
体
工
事
業
」
の
追
加
 

　
建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
26
年
法
律
第
55
号
）
に
よ
り
、
「
解
体
工
事
業
」
が
新
た
な
業
種
と
し
て
追
加
さ
れ
、
平
成
28
年
6月
1日
に
施
行
さ
れ
た
。
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土木一式工事及び建築一式工事について

◎ 一式工事とは、原則として、以下の工事をいいます。

① 総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物又は建築物を建設する工事
→ 元請業者に求められる役割であり、基本的に、下請工事は該当しない

② 大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事
→ 小規模な建設工事は含まない

③ 複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事
→ 附帯工事は含まない

また、個別無関係の工事の組み合わせは含まない（屋根と内装など）

◇ 一式工事に該当する工事の例

土木一式工事
○ 道路工事、護岸工事、橋梁工事、下水道本管敷設工事
○ 住宅団地、工場敷地等の大規模な造成工事（土工、敷地内道路、舗装、上下水
道などを一体で請け負うもの）

建築一式工事
○ 建築物の新築、増築、改築工事
○ 既存建築物の内部を全面的に改造、改修する工事

u 一式工事に該当しない工事の例（※複数の業種を含む場合は、金額の大きいものに分類）

▽ 個人住宅の造成、基礎、擁壁、外構工事 → とび・土工・コンクリート工事
▽ 駐車場造成工事 → とび 又は 舗装工事
▽ 小規模リフォーム工事 → 大工 又は 内装仕上工事 等
▽ 外壁工事（スレート、サイディング工事） → タイル・れんが・ブロック工事
▽ 小規模な車庫、倉庫等の建築工事 → とび 又は 大工工事 等

※ 土木一式工事であれば土木系、建築一式工事であれば建築系の全ての業種を請け

負える訳ではなく、それぞれ専門業種ごとに許可が必要です。

例) 土木一式工事の許可を有しており、とび・土工の許可を有していない場合は、

とび・土工の工事は請け負うことができません。

注意！

○ 下請工事が一式工事と認められるためには、その工事について下請業者が総合的な

企画、指導、調整を行っていることが必要ですが、この場合、元請業者が一括下請違

反と見なされることがあります。

○ 一式工事の許可のみを有している建設業者が、500万円以上の専門工事を下請けと

して請け負った場合は、無許可営業になります。
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　「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）

　「４」･･･法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）

　「７」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等）　　「７※」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験３年）　　「７○」････法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験５年）

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

０２ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

１１ 7 7 7

１２ 7 7 7

１３ ７ ７※ 7 7 ７※ ７※ 7 ７※ 7 7 7 ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７

１Ｈ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

１４ ７ ７○ 7 7 ７○ ７○ 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７

１Ｊ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１５ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｋ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１６ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｌ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２０ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７※ 7 7 ７※ ７※ ７※ ７

２Ｃ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２１ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７

２２ 7 ７○ 7 ７○ ７○ 7 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７

２３ 7 7 ７○ 7 7 7 ７○ 7 7 7 7 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○

２Ｄ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２７ 7 ７※ ７※

２Ｅ ７※ ７※

２８ 7 ７○ ７○

２Ｆ ７○ ７○

２９ 7 ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２Ｇ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３０ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３Ａ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３１ ７

３２ ７

３３ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７※ ７※ ７※

３Ｄ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３４ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○

３Ｅ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３７ 7 7 7 7 7 7

３８ 7 7 7 7 7

３９ 7

４１ 7 7 7 7 7 7 7

４２ 7 7 7 7 7 7 7 7

４３ 7 7

４４ 7 7

４５ 7

４６ 7 7

４７ 7 7

４８ 7 7 7

４９ 7 7 7

５０ 7

５１ 7 7 7

５２ 7

５３ 7 7

５４ 7 7 7

５５ 7

５６ 7

電気事業法 ５８ 7

５９ 7

３５ 7

水　道　法 ６５ 7

６８ 7

６９ 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

乙種 消防設備士

電気主任技術者　（第１種～第３種）

消　防　法
甲種 消防設備士

【５年】

電気通信事業法

電気通信主任技術者 【５年】

工事担任者 【３年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（注１）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）（注１）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

１級電気通信工事施工管理技士

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士（注１）

２級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

躯 体

１級建築施工管理技士補　　　　　　　　　　　　　　　　

２級管工事施工管理技士

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

１級建設機械施工管理技士

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

資格区分

２級土木施工管理技士補

土 木

コード
建設業の種類

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

２級造園施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

２級電気通信工事施工管理技士

２級建築施工管理技士（注１）

２級土木施工管理技士補

種
別

薬 液 注 入

２級電気工事施工管理技士

１級建築施工管理技士

建 築

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

１級土木施工管理技士（注１）

２級土木施工管理技士

土 木

鋼構造物塗装

別表（二）　有資格コード一覧（一般建設業）１／３

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

仕 上 げ

２級管工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

種
別

１級管工事施工管理技士

２級建築施工管理技士補
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

７１ 7

６４ 7 7

７２ 7

５７ 7 7

７３ 7

６６ 7

７４ 7

７５ 7

７６ 7

７０ ７ 7 ７

７７ 7

７８ 7

７９ 7 7

８０ 7

８１ 7

８２ 7

８３ 7

８４ 7 7

８５ 7

８６ 7

８７ 7

８８ 7

８９ 7

９０ 7

９１ 7

６７ 7

９２ 7

９３ 7

９４ 7

９５ 7

９６ 7

９７ 7

９８ 7

６１ 7 7

４０ 7

６２ 7 7

６３ 7 7

６０ 7

7 7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7 7

7 7

7 7 7

7

7

7

7

7 7 7

7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

解体工事

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工（注６）・カーテンウォール施工・サッシ施工

造園　

防水施工

【１年】

【１年】

建築大工

型枠施工

左官

とび・とび工

コンクリート圧送施工

登録外壁仕上基幹技能者

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工

登録建築板金基幹技能者

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

３６

基
幹
技
能
者

種
目

地すべり防止工事

基礎ぐい工事

建築設備士

計装

登録ＰＣ基幹技能者

登録造園基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録配管基幹技能者

登録型枠基幹技能者

登録圧接基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

登録鉄筋基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者

登録防水基幹技能者

【１年】

登録電気工事基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録左官基幹技能者

登録機械土工基幹技能者

ウェルポイント施工

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

給排水衛生設備配管

配管（注２）・配管工

建築板金「ダクト板金作業」

タイル張り・タイル張り工

登録鳶・土工基幹技能者

コード 資格区分

築炉・築炉工・ れんが積み

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

石工・石材施工・石積み

鉄工（注３）・製罐
せいかん

鉄筋組立て・鉄筋施工（注４）

工場板金

別表（二）　有資格コード一覧（一般建設業）２／３

職
業
能
力
開
発
促
進
法

板金・建築板金・板金工（注５）

板金・板金工・打出し板金

建設業の種類

かわらぶき・スレート施工

ガラス施工

さく井

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工
※ 等級区分
が2級の場
合は、合格
後3年以上
の実務経験
を要する。
ただし、平
成16年4月
1日時点で
合格してい
た者は実務
経験1年以
上。
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

7

7 7

7

7

7

７

７

７

７

7

7

7

7 7

7

その他 ９９ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

２級土木施工管理技士

コード 資格区分

登録建築大工基幹技能者 

３６

その他（上記コードに該当するものを除く）

基
幹
技
能
者

種
目

登録タイル張り基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

登録建築測量基幹技能者

登録発破・破砕基幹技能者

登録ウレタン断熱基幹技能者

登録解体基幹技能者

別表（二）　有資格コード一覧（一般建設業）３／３

建設業の種類

登録さく井基幹技能者

登録消火設備基幹技能者

登録硝子工事基幹技能者

登録土工基幹技能者

登録ALC基幹技能者

登録圧入工基幹技能者

登録送電線工事基幹技能者

備考
・資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等

の写しの他に様式第九号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 解体工事業で、以下の資格に該当する方は、①解体工事に関する１年以上の実務経験、もしくは、②登録解体工事講習（平成２８年８月以

降の講習のいずれかが必要です。

（イ）平成２７年度までに以下の資格に合格した者（平成２８年以降の合格者は該当しません。）

・１級土木施工管理技士（コード：１３） ・１級建築施工管理技士（コード：２０）

・２級土木施工管理技士（コード：１４） ・２級建築施工管理技士（建築）（コード：２１）

・２級建築施工管理技士（躯体）（コード：２２）

（ロ）技術士法による以下の部門に合格した者

・建設・総合技術監理（コード：４１） ・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（コード：４２）

（注２） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の
配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

（注３） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限
られます。

（注４） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作
業」とするものの双方に合格した者に限られます。

（注５） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、
選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

（注６） 土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。
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特定建設業指定７業種

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

０２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

０３ 3 3 3 3 3 3 3

０４ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

１１ 9 9 9

１２ 8

１３ 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ 9 ８※ 9 9 9 ８※ ８※ ８※ 9 ８※ ９

１Ｈ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

１４ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ 8 ８○ 8

１Ｊ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１５ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｋ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１６ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｌ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２０ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ ８※ ９

２Ｃ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２１ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８

２２ 8 ８○ 8 ８○ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８

２３ 8 8 ８○ 8 8 8 ８○ 8 8 8 8 8 ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○

２Ｄ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２７ 9 ８※ ８※

２Ｅ ８※ ８※

２８ ８○ ８○

２Ｆ ８○ ８○

２９ ９ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２Ｇ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３０ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ａ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３１ 9

３２ 8

３３ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ９ ８※ ８※ ８※ ８※

３Ｄ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３４ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ｅ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３７ 9 9 9 9 9 9

３８ 8 8 8 8

３９ 8

４１ 9 9 9 9 9 9 9

４２ 9 9 9 9 9 9 9 9

４３ 9 9

４４ 9 9

４５ 9

４６ 9 9

４７ 9 9

４８ 9 9 9

４９ 9 9 9

５０ 9

５１ 9 9 9

５２ 9

５３ 9 9

５４ 9 9 9

５５

５６

電気事業法 ５８

５９ 8

３５ ８

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 清

工事担任者

電気工事士法
【３年】

【５年】

電気通信事業法

【３年】

【５年】

電気主任技術者　（第１種～第３種）

第１種電気工事士

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

電気通信主任技術者

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

建設 ・ 総合技術監理（建設）（注１）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（注１）

技
術
士
法

２級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

第２種電気工事士

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

種
別

１級建築施工管理技士（注１）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

土 木

１級造園施工管理技士補

薬 液 注 入

２級土木施工管理技士（注１）

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

２級造園施工管理技士補

法第７条第2号　イ　該当

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

２級土木施工管理技士補

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

１級土木施工管理技士補

土 木

鋼構造物塗装

建設業の種類

「８※」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験３年＋２年以上の指導監督的実務経験）

「８○」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験５年＋２年以上の指導監督的実務経験）

「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「３」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）

法第７条第２号　ロ　該当

２級土木施工管理技士

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

２級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士補

別表（二）　有資格コード一覧（特定建設業）１／３

「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

コード 資格区分

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

１級土木施工管理技士（注１）

躯 体

２級管工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士補

２級建築施工管理技士（注１）
種
別

建 築

２級土木施工管理技士補

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

仕 上 げ

１級電気工事施工管理技士

２級土木施工管理技士

法第１５条第２号　ハ　該当 （同号ロと同等以上）

２級管工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

水　道　法 ６５

６８ 8

６９ 8

７１ 8

６４ 8 8

７２ 8

５７ 8 8

７３ 8

６６ 8

７４

７５

７６

７０ 8 8

７７ 8

７８ 8

７９ 8 8

８０ 8

８１

８２ 8

８３ 8

８４ 8 8

８５ 8

８６ 8

８７ 8

８８ 8

８９ 8

９０ 8

９１ 8

６７ 8

９２ 8

９３ 8

９４ 8

９５ 8

９６

９７ 8

９８ 8

６１ 8 8

４０ 8

６２

６３

６０ ８

8

８

８

８

８

８

８

８

８

８ ８

８

８

８

８

８

８

８

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

地すべり防止工事

基礎ぐい工事

建具製作・建具工・木工（注６）・カーテンウォール施工・サッシ施工

造園　

防水施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

金属塗装・金属塗装工

登録配管基幹技能者

板金・板金工・打出し板金

計装

解体工事

噴霧塗装

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 

熱絶縁施工

【１年】

登録防水基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

職
業
能
力
開
発
促
進
法

３６

基
幹
技
能
者

種
目

建築大工

型枠施工

給水装置工事主任技術者

甲種 消防設備士

鉄筋組立て・鉄筋施工（注４）

登録型枠基幹技能者

登録左官基幹技能者

登録機械土工基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録ＰＣ基幹技能者

登録鉄筋基幹技能者

登録圧接基幹技能者

配管（注２）・配管工

石工・石材施工・石積み

鉄工（注３）・製罐
せいかん

さく井

建築板金「ダクト板金作業」

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・ れんが積み

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

かわらぶき・スレート施工

ガラス施工

乙種 消防設備士

とび・とび工

コンクリート圧送施工

ウェルポイント施工

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

給排水衛生設備配管

左官

建築設備士

【１年】

登録電気工事基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者

登録造園基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者

建設業の種類

別表（二）　有資格コード一覧（特定建設業）２／３

【１年】

工場板金

板金・建築板金・板金工（注５）

消　防　法

コード 資格区分

【１年】

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。
ただし、平
成16年4月
1日時点で合
格していた
者は実務経
験1年以上。
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８ ８ ８

８ ８

８ ８ ８

８

８

８

８

８

８ ８

８

８

8

８

８

８

８

8

8

8

8 8

8

その他 ９９ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３５～３６

別表（二）　有資格コード一覧（特定建設業）３／３

コード 資格区分
建設業の種類

 
 
 

職
業
能
力
開
発
促
進
法

３６

基
幹
技
能
者

登録建築板金基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録発破・破砕基幹技能者

登録ウレタン断熱基幹技能者

登録解体基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録建築測量基幹技能者

登録送電線工事基幹技能者

登録建築大工基幹技能者 

登録さく井基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録タイル張り基幹技能者

登録圧入工基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

その他（上記に該当するものを除く）

登録冷凍空調基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録硝子工事基幹技能者

登録土工基幹技能者

登録ALC基幹技能者

種
目

登録消火設備基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。
ただし、平
成16年4月
1日時点で合
格していた
者は実務経
験1年以上。

備考
・資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等

の写しの他に様式第九号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 解体工事業で、以下の資格に該当する方は、①解体工事に関する１年以上の実務経験、もしくは、②登録解体工事講習（平成２８年８月以

降の講習のいずれかが必要です。

（イ）平成２７年度までに以下の資格に合格した者（平成２８年以降の合格者は該当しません。）

・１級土木施工管理技士（コード：１３） ・１級建築施工管理技士（コード：２０）

・２級土木施工管理技士（コード：１４） ・２級建築施工管理技士（建築）（コード：２１）

・２級建築施工管理技士（躯体）（コード：２２）

（ロ）技術士法による以下の部門に合格した者

・建設・総合技術監理（コード：４１） ・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（コード：４２）

（注２） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の
配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

（注３） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限
られます。

（注４） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作
業」とするものの双方に合格した者に限られます。

（注５） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、
選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

（注６） 土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。
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技術検定合格者の実務経験の要件緩和（令和５年７月１日施行）

技術検定合格者を指定学科卒業者と同等と見なし、技術検定合格後に一定期間の

実務経験があれば、営業所の専任技術者として認められることとなりました。

１級の第一次検定又は第二次検定合格者は合格後３年（下記の表に掲げる種目に

対応する大学指定学科卒業者と同等）、２級の第一次検定又は第二次検定合格者は合

格後５年（下記の表に掲げる種目に対応する高校指定学科卒業者と同等）の実務経

験があれば営業所の専任技術者になることができます。だだし、指定建設業及び電

気通信工事業には適用されませんのでご注意ください。

特定建設業許可の営業所専任技術者及び建設工事に配置する主任技術者・監理技

術者についても同様の取扱いとなります。

なお、技術検定合格後の実務経験には、新たな有資格コードが設定されています

ので、有資格コード一覧をご確認ください。

※ 指定建設業には、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造工事業、舗装工事業、

造園工事業の７業種が該当します。

（改正前）

学 歴 実務経験

大学、短大（指定学科） 卒業後３年

高等学校（指定学科） 卒業後５年

上記以外 10年

（改正後）

学歴等 実務経験

学歴
大学、短大（指定学科） 卒業後３年 技術検定種目と対応する指定学科

高等学校（指定学科） 卒業後５年 技術検定種目 同等とみなす指定学科

１級1次・2次検定
合格後３年

土木施工管理

技士補 合格（対応種目） 造園施工管理
土木工学

・技士 2級1次・2次検定
合格後５年

建築施工管理 建築学

合格（対応種目） 電気工事施工管理 電気工学

上記以外 10年 管工事施工管理 機械工学

【機械器具設置工事業における例（改正前後の比較）】※一般建設業許可の営業所専任技術者の場合

<改正前> 建築学・機械工学・電気工学に関する学科（指定学科）の卒業者以外は10年の実務経験

が必要

<改正後> 指定学科の卒業者以外でも、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定の合格により、

１級の場合は合格後３年、２級の場合は５年の実務経験に短縮できる
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表 建設業の種類別指定学科

許可を受けようと 学 科

す る 建 設 業

土木工事業 土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又

舗装工事業 は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。）、都市

工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業

大工工事業 建築学又は都市工学に関する学科

ガラス工事業

内装仕上工事業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業 土木工学又は建築学に関する学科

タイル・れんが・

ブロック工事業

塗装工事業

解体工事業

電気工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科

電気通信工事業

管工事業

水道施設工事業 土木工学､建築学､機械工学､都市工学又は衛生工学に関する学科

清掃施設工事業

鋼構造物工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

鉄筋工事業

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科

防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

消防施設工事業

熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科
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2_2　建設業許可申請書等記入例

土木事務所等受付欄

※太枠内を記入してください。

【申請区分及び手数料】

円

※太枠の該当する区分に○印をつけ、手数料の額を記入してください。

本店以外の支店・営業所の設置の有無 支配人（登記済みの者に限る。）の有無

般

○

○

９０，０００円

５０，０００円

建 設 業 許 可 申 請 受 付 票

手数料　計 150,000

許可番号

（株）みやざき建設

一般 ○ ５０，０００円

特定

商号・名称

更新

一般

特定 ５０，０００円

５０，０００円

追加

※初めて申請する
　場合は記入不要

※いずれかに○

－ 1 ） 第 44923 号

無（本店のみ）

宮崎県知事許可（

有（支配人登記済み）

特

無

今回申請する
許可の区分

一般のみ　・　特定のみ　・　一般と特定の両方

新規（注）

一般 ９０，０００円

注：「新規」には、般・特新規（一般建設業のみ許可を受けている者が特定建設業を申請する
場合など）や許可換え新規（大臣許可→知事許可など）を含む。

特定

※太枠の該当する区分に○印をつけてください。 ※太枠の該当する区分に○印をつけてください。

【　個　人　】

○ 有

【　法　人　】

該当するものに○をつけてください。

手数料の計を記入してください。

（左の欄の○印の合計額）

法人、個人いずれかのうち、該当す

るものに○をつけてください。

※この用紙は、許可申請に関する書類の正本、

副本それぞれの１枚目に添付してください。

申請書類は最新の様式を使用してください。

（様式のダウンロードについては、１、２ページ参照）
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宮崎県宮崎市橘通東２－１０－１
株式会社　みやざき建設

行政庁側記入欄
許可年月日

１．す　る
般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

宮崎県 宮崎市

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無 建設資材の販売

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

ファックス番号

所属等 氏名 電話番号

月 日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ）第

11 13 15

旧 許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

（ ）

3

許 可 換 え の 区 分 １ ５ （１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

1 2 3

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ４ 1

5 1 2 3 4 50 （千円） 1 2 3 44 5 0 0

25

法人又は個人の別 １ ３ 1 （ ）

13 15 203 4 5 10

6

フ ァ ッ ク ス 番 号

2 6 － 7 1 7電 話 番 号 0 9 8 5 －0 － 8 5 0 1郵 便 番 号 １ ２ 8 8

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

－ 1通 東 2 － 1 0

20

4 5 2 0

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

１ １ 橘

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１ ０

太 郎

1 都道府県名

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
０ ９ 宮 崎

個 人 の 氏 名

ザ キ タ ロ ウ代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

０ ８ ミ ヤ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

設） み や ざ き 建商 号 又 は 名 称 ０ ７ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ザ キ ケ ン セ ツ商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ６ ミ ヤ

3 5 10 15 20

2

20 25 30

０ ５ 2 1

1
と す る 建 設 業

（
１．一般
２．特定

）
申 請 時 に お い て
既に許可を受けて
い る 建 設 業

3 5 10 15

2

清 解
許 可 を 受 け よ う

０ ４ 2 1

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板

日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

年 月

3 5 7

申 請 年 月 日 ０ ３ 令和

）
３．般 ・ 特 新 規 ６． ９． 期間の調整

５．更 新 ８． 許可の有効
1

７．般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

（申 請 の 区 分 ０ ２ 8 ２．

日
知事 特

年
般

－ ）第

許 可 換 え 新 規 業 種 追 加 ＋ 更 新

号 令和

3 １．新 規 ４．業 種 追 加

15

国土交通大臣
月許可許 可 番 号 ０ １ （

項 番 3 5 10 11 13

北海道開発局長
宮崎県知事 殿 申請者  代表取締役　宮崎太郎　 　　　　　　　　　　　

大臣コード
知事

建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和５年○○月○○日

地方整備局長

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ １

住所、会社名、代表者名を記載してください。他様式も同様です。

電算用紙
許可①

不要なものは消してください。

太枠内は記入不要です。

更新時に複数ある許可日を
ひとつにまとめる場合は「１」

と記入してください。

濁点、半濁点がある文字も

一つのマスに記入します。

姓と名の間は一マスあけます。

主たる営業所の所在地には「市町村名」を記入しないでください。
番地はアラビア数字とハイフンで記入し、「丁目」、「番地」、「号」などの文字は使用しません。

兼業がある場合は、具体的に記入してください。

担当者の所属・氏名等を記入してください。

※行政書士が代行申請する場合は、余白に行政書士職印を押印し（行政書士法施行規則第９条第２項及び第１１条）、①

氏名②電話番号③ＦＡＸ番号を記入してください。

「項目04」新たに許可を取得しようとする業種のみ記入してください。

○新規、更新申請時：対象業種をすべて記入

○業種追加、般特新規申請時：追加しようとする業種のみ記入

（⇩記入例では、「８. 業種追加＋更新」のパターン）

「項目05」既に許可を受けている業種のみ記入してください。

○新規申請時は記入不要

一般建設業は「１」、

特定建設業は「２」を記入してください。

市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名 コード

宮 崎 市 45201 串 間 市 45207 高 鍋 町 45401 諸 塚 村 45429

宮崎市（高原町） 45381 西 都 市 45208 新 富 町 45402 美 郷 町 45431

都 城 市 45202 え び の 市 45209 西 米 良村 45403 高 千 穂町 45441

延 岡 市 45203 三 股 町 45341 木 城 町 45404 日 之 影町 45442

日 南 市 45204 高 原 町 45361 川 南 町 45405 五 ヶ 瀬 町 45443

小 林 市 45205 国 富 町 45382 都 農 町 45406

日 向 市 45206 綾 町 45383 門 川 町 45421 椎葉村（下記以外） 45430

45439椎葉村大河内のうち、字が大河内、野々首、矢立、大藪、大桑の木、平、丸野及び城
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１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限
  る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。

取締役（株主等） 非常勤

株主等

宮崎
ミヤザキ

　次郎
ジロウ

宮崎
ミヤザキ

　三郎
サブロウ

代表取締役 常　勤

取締役 常　勤

宮崎
ミヤザキ

　太郎
タロウ

宮崎
ミヤザキ

　花子
ハナコ

別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

　　　　令和５年○月○○日

氏名にはフリガナを記入してください。

記載が必要な役員等とは、

法人の役員、顧問、相談役、

総株主の議決権の100分の５以上を有する株主
出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者です。

※個人事業者の場合は、①事業主、②支配人で経営業務管理
責任者になる方の記載が必要です。

取締役が株主を兼ねていれば、（株主等）
を追記してください。

◆各種様式における元号の表記について（全ての様式）◆

最新の様式は元号の表記が「令和」になっていますが、平成の期間を

記載する必要がある場合は、元号を手書き修正してください。

（具体的な記載例）

平成３１年４月１日 から 令和３年３月３１日 まで
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別紙二（１）

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ ホンテン

　　本店

（従たる営業所）

フリガナ　　　　　　　　ミヤコノジョウシテン

（都道府県名）
宮崎県 都城市

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（用紙Ａ４）

営業所一覧表（新規許可等）

項 番 3

区 分 8 1 1

大臣コード
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 8 2
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号 平成 年 月 日

（主たる営業所）

主たる営業所の
名 称

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 3 2 1 2
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

変更前

)3 5 10 15 20 25 30

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4 都 城 支 店

名 称
23 25 30 35 40

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 4 5 2 0 2 都道府県名 市区町村名

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6 北 原 町 2 4 － 2 1

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 8 8 5 － 0 0 2 4 電 話 番 号 0 9 8 6 － 2 3 － 4 5 1 2

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 8 2 2
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

)3 5 10 15 20 25 30

変更前

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称
23 25 30 35 40

8 5 都道府県名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 － 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 清
営 業 し よ う

8 8

絶

20 25

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)3 5 10 15

変更前

(

1

解

(

解

(

解

30

消

太枠内は記入しないでください。

「営業所」とは、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等請負契約に関する

事務を常時継続して行う事務所をいいます。

→ 単に商業登記上の本店又は支店等で、建設工事に関する請負契約事務を
行わない事務所等は該当しません。

→ 工事現場に臨時に置かれる工事事務所、作業所等は対象外です。
→ 主たる営業所、従たる営業所には、それぞれの営業所に、営業しようとする
建設業の種類に応じて、常勤の専任技術者を配置することが必要です。

営業所において営業しようとする業種について、一般建設業は「１」、特定建設業は「２」を記入してください。
なお、変更がない業種も含め、当該営業所で営業する業種の全てを記載してください。

従たる営業所がない場合、余白に「該当なし」と記入してください。
従たる営業所が３つ以上ある場合は、必要に応じて、この様式を追加してください。

電算用紙
許可②
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別紙二（２）

「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結

する事務所のうち該当するものについて記載すること。

て記載すること。

しようとする建設業を、許可申請書の記載要領６の表の（ ）内に示された略号により、一般と特定に分け

（用紙Ａ４）

「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において営業

都城支店
〒８８５－００２４
都城市北原町２４－２１
０９８６－２３－４５１２

〒８８０－８５０１
宮崎市橘通東２－１０－１
０９８５－２６－７１７６

営　業　所　一　覧　表　（　更　新　）

営業しようとする建設業

主
た
る

営
業
所

本店

２

１

従
　
た
　
る
　
営
　
業
　
所

土・と 建・解

土・と

所在地（郵便番号・電話番号）営業所の名称
特定 一般

「営業所」とは、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等請負契約に関する事務を常時継続して行う事務所をい

います。
→ 従たる営業所がない場合、余白に「該当なし」と記入してください。
→ 単に商業登記上の本店又は支店等で、建設工事に関する請負契約事務を行わない事務所等は該当しません。
→ 工事現場に臨時に置かれる工事事務所、作業所等は対象外です。
→ 主たる営業所、従たる営業所には、それぞれの営業所に営業しようとする建設業の種類に応じて、常勤の専任
技術者を配置することが必要です。
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別紙三（第二条関係）

収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄

記載要領

　  「収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」は、収入印紙、証紙、登録免許税領収証
  書又は許可手数料領収証書をはり付けること。ただし、登録免許税法（昭和42年法律第35号）第24条の２第１項又は令第
  ４条ただし書の規定により国土交通大臣の許可に係る登録免許税又は許可手数料を現金をもつて納めた場合にあつては、
  この限りでない。

宮崎県知事許可申請手数料については、宮崎県収入証紙をはり付けてください。

新規許可申請の場合は、宮崎県収入証紙を貼らずに提出してください。

後日、提出を依頼します。
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別紙四

令和５年○月○○日

日南
ニチナン

　貴
タカシ

延岡
ノベオカ

　悟
サトル

串間
クシマ

　あや

１３

３８

１３

０１

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分

土ー９　と－９
　
解－７
　
建－７

　

土ー９

と－２

本店

都城支店

専 任 の 技 術 者 の 氏 名

専任技術者一覧表

営 業 所 の 名 称

「建設工事の種類」は、略号と資

格の分類を－（ハイフン）で結んで

記入してください。
「有資格区分」は、専任技術者が有する資格
等について、建設業法施行規則別表（二）の
分類＜有資格コード一覧参照＞に従い、該
当するコードを記入してください。

○略号

土木一式工事・・・・・・・・・・・・・・・・（土）
建築一式工事・・・・・・・・・・・・・・・・（建）
大工工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（大）
左官工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（左）
とび・土工・コンクリート工事・・・・・（と）
石工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（石）
屋根工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（屋）
電気工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（電）
管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（管）
タイル・れんが・ブロック工事業・・・（タ）
鋼構造物工事・・・・・・・・・・・・・・・・（鋼）
鉄筋工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（筋）
舗装工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（舗）
しゆんせつ工事・・・・・・・・・・・・・・・（しゅ）
板金工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（板）
ガラス工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ガ）
塗装工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（塗）
防水工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（防）
内装仕上工事・・・・・・・・・・・・・・・・（内）
機械器具設置工事・・・・・・・・・・・・（機）
熱絶縁工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・（絶）
電気通信工事・・・・・・・・・・・・・・・・（通）
造園工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（園）
さく井工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（井）
建具工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（具）
水道施設工事・・・・・・・・・・・・・・・・（水）
消防施設工事・・・・・・・・・・・・・・・・（消）
清掃施設工事・・・・・・・・・・・・・・・・（清）
解体工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（解）

○資格の分類

・一般建設業の場合

「１」・・・・・法第７条第２号イ該当＜指定学科卒業歴＋実務経験の場合＞

「４」・・・・・法第７条第２号ロ該当＜実務経験（１０年以上）の場合＞

「７」・・・・・法第７条第２号ハ該当＜所定の国家資格等を有している場合＞

・特定建設業の場合

「２」・・・・・法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当
＜指定学科卒業歴＋実務経験＋指導監督的実務経験の場合＞

「３」・・・・・法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上）
＜国土交通大臣が能力を認定した場合＞

「５」・・・・・法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当
＜実務経験＋指導監督的実務経験の場合＞

「６」・・・・・法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）
＜国土交通大臣が能力を認定した場合＞

「８」・・・・・法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当
＜所定の国家資格等＋指導監督的実務経験の場合＞

「９」・・・・・法第１５条第２号イ該当
＜所定の国家資格等を有している場合＞
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 様
式
第
二
号
（
第
二
条

、
第

十
三

条
の

二
、

第
十

三
条

の
三

、
第

十
九

条
の

八
関

係
）

 
（

用
紙

Ａ
４

）

元
請

J
V

工
事
現
場
の
あ
る

又
は

の
都
道
府
県
及
び

う
ち

、
 
完

成
又

は

下
請

別
市
区
町
村
名

 
 
 
・

P
C

 
完

成
予

定
年

月

の
別

 
主

任
技

術
者

監
理

技
術

者
 
 
 
・

法
面

処
理

 
 
 
・

鋼
橋

上
部

Ａ
氏

元
請

Ａ
邸
解
体
工
事

宮
崎
県
宮
崎
市

宮
崎
　
建
次
郎

レ
２
，
５
０
０
千
円

千
円

令
和
４
年
７
月

令
和
４
年
９
月

Ｄ
氏

元
請

Ｄ
邸
解
体
工
事

宮
崎
県
宮
崎
市

宮
崎
　
建
三
郎

レ
２
，
４
０
０
千
円

千
円

令
和
４
年
９
月

令
和
４
年
１
０
月

Ｈ
氏

元
請

Ｈ
邸
解
体
工
事

宮
崎
県
国
富
町

宮
崎
　
建
次
郎

レ
１
，
２
９
０
千
円

千
円

令
和
４
年
４
月

令
和
４
年
５
月

Ｉ
氏

元
請

Ｉ
邸
解
体
工
事

宮
崎
県
新
富
町

宮
崎
　
建
三
郎

レ
１
，
１
１
０
千
円

千
円

令
和
４
年
５
月

令
和
４
年
６
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

  

 小
　

　
計

 合
　

　
計

４
件

７
，
３
０
０
千
円

千
円

９
件

１
０
，
０
０
０
千
円

千
円

工
　
事
　
経
　
歴
　
書

注
　
文
　
者

工
　

事
　

名

氏
　

　
名配

  
置
  

技
  

術
  

者

千
円

 
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者

 
の

別
（

該
当

箇
所

に
ﾚ
印

を
記

載
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）
解
体
工
事
 
（

　
税

込
　

・
　

税
抜

　
）

う
ち

　
元

請
工

事

請
 負

 代
 金

 の
 額

工
　

　
期

７
，
３
０
０
千
円

着
 
工

 
年

 
月

う
ち

　
元

請
工

事

１
０
，
０
０
０
千
円

千
円

全
て
の
完
成
工
事
の
合
計
額
の
７
割
を
超
え
る
と
こ
ろ
ま
で
、
元
請
か
ら
下
請
の
順
に
、
請
負
代
金
の
額
の
大
き

い
順
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
７
割
を
超
え
る
前
に
、
１
件
５
０
０
万
円
（建
築
一
式
は
１
，
５
０
０
万
円
）未
満
の
工
事
を
１
０
件
記
載
す
れ

ば
そ
こ
ま
で
で
結
構
で
す
。

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成
工
事
の
合
計
件
数
と
合
計
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

業
種
ご
と
の
全
て
の
完
成
工
事
の
合
計
件
数
と
合
計
金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（一
つ
の
業
種
で
複
数
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
場
合
は
最
終
ペ
ー
ジ
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

該
当
す
る
も
の
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

※
課
税
事
業
者
は
「税
抜
」で
、
免
税
事
業
者
は
「税
込
」で
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

工
事
経
歴
書
は
閲
覧
に
供
し
ま
す
の
で
、
個
人
の
氏
名
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
、
注
文
者
「Ａ
」、
工
事
名
「Ａ
邸

○
○
工
事
」
等
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

小
計
・合
計
の
う
ち
、
元
請
工
事
に
係
る

請
負
代
金
の
額
の
合
計
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

共
同
企
業
体
（Ｊ
Ｖ
）と
し

て
行
っ
た
工
事
に
つ
い

て
「Ｊ
Ｖ
」と
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

新
た
に
許
可
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
業
種
（業
種
追
加
申

請
等
）に
つ
い
て
は
、
施
工
金
額
が
ゼ
ロ
の
場
合
で
あ
っ
て

も
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
場
合
、
右
下
の
合
計
の
欄
に
「０
」と
記
載
す
る
か
、

任
意
の
余
白
部
分
に
「実
績
な
し
」と
い
っ
た
よ
う
に
、

そ
の
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
記
載
を
お
願
い
し
ま
す
。
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土木一式工事 建築一式工事 とび工事 解体工事

公　共 745,000 0 0 0 0 745,000

民　間 0 40,000 2,000 0 0 42,000

0 0 3,000 800 0 3,800

745,000 40,000 5,000 800 0 790,800

公　共 65,000 0 0 0 0 65,000

民　間 0 28,000 80,000 1,500 0 109,500

0 0 2,000 0 0 2,000

65,000 28,000 82,000 1,500 0 176,500

公　共 98,000 0 0 0 0 98,000

民　間 0 12,000 3,000 10,000 0 25,000

0 0 1,500 0 0 1,500

98,000 12,000 4,500 10,000 0 124,500

公　共

民　間

公　共

民　間

公　共

民　間

記載要領

  ６　「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場

下　　請

   合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

  ７　当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。

    とができる。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。

    　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示するこ

計

  ５　「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を

    除く。）及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

  ２　「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

  ３　「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事

    の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

  ４　記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

事　業　年　度
注 文 者
の 区 分

許可に係る建設工事の施工金額

  １　この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

計

下　　請

その他の
建設工事の
施工金額

合　計

様式第三号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）
（用紙Ａ４）

直前３年の各事業年度における工事施工金額

（税込・税抜／単位：千円）

第２６期
令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで

元

請

計

第２７期
令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

元

請

下　　請

第２８期
令和４年４月１日から
令和５年３月31日まで

元

請

下　　請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

許可業種については、施工金額がゼ
ロの場合でも記載してください。
また、新たに許可を受けようとしている
業種（業種追加申請等）についても記
載してください。

「その他の建設工事の施工金額」に
は許可を受けていない建設工事の施
工金額を計上してください。

用紙が２枚以上になる場合は、「そ
の他の建設工事の施工金額」及び
「合計」欄は、最後の用紙に記入して
ください。

新規設立法人で、決算期未到来の場合であっても添付が必要です。
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（用紙Ａ４）

建設業法第７条第２号
イ、ロ若しくはハ又は
同法第 15条第２号イ若
しくはハに該当する者

その他の技術関係使用人

人 人 人 人

本店 8 3 3 14

都城支店 4 1 1 6

合        計 １２人 ４人 ４人 ２０人

様式第四号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

記載要領
  １　この表には、法第５条の規定（法第17条において準用する場合を含む。）に基づく許可の申請の場合
　　は、当該申請をする日、法第11条第３項（法第17条において準用する場合を含む。）の規定に基づく届
　　出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、営業所ごとに記載す
　　ること。
  ２　「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者（申請者が法人の
　　場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。）をいう。
  ３　「その他の技術関係使用人」の欄は、法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号イ若しく
　　はハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。

令和５年○月○○日

使　　用　　人　　数

営 業 所 の 名 称

技　術　関　係　使　用　人

事務関係使用人 合　　　計

専任技術者の要件を満た
す技術者数を記入してくだ
さい。

左記以外の技術関係使
用人の数を記入してくだ
さい。

法人の場合・・・常勤の役員も含みます。

個人の場合・・・事業主も含みます。

-40-



様式第六号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

殿

記載要領

　「 　「

、 、 　については不要なものを消すこと

　　　   　　   」 」

北海道開発局長

宮崎県知事

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

            　　、                の役員等及び建設業法施行令第３条に規定する使

用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第８条各号（同法第17条にお
いて準用される場合を含む。）に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約しま
す。

令和５年○○月○○日　

　　　　　　　　　　　　　

地方整備局長

申 請 者
譲 受 人

合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人

合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人 宮崎市橘通東2-10-1
合併存続法人 （株）みやざき建設
分割承継法人 代表取締役 宮崎太郎

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

地方整備局長

北海道開発局長

知事

不要なものは消してください。

不要なものは消してください。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑴　
（１）　下記の者は、建設業に関し、次のとおり第７条第１号イ　　⑵　　に掲げる経験を有することを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑶

取締役

平成30年４月から　令和5年3月まで　満５年０月

役員

東京都中央区１－３－３００
東京土木（株）

⑴
（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号イ ⑵ に該当する者であることに相違ありません。

⑶

宮崎市橘通東２－１０－１
（株）みやざき建設

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　常勤役員等の略歴については、別紙による。

様式第七号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

常 勤 役 員 等（ 経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 等 ）証 明 書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

令和５年○○月○○日

証明者 代表取締役　東京一郎　　　　　　　　　　　　　　

の常勤の役員
本 人

の 支 配 人

令和５年○○月○○日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

届出者 代表取締役　宮崎太郎　　　　　　　　　　 　　 宮崎県知事 

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 3 （１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変           更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８ 4 5
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮崎県知事 特

第 0 4 4 9 2 3 号 令和 3 0 年 1 2 月 1 0 日

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ミ ヤ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ ０ 宮 崎 太 郎 0 5生 年 月 日 月 0 6 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 2 4 年

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ １ 生 年 月 日

宮崎市船塚７丁目８－９

月 日年

3 0

証明者は、被証明者が役員をしていた建設会社の代表

者、許可を有している元請業者等、被証明者の経営業務

管理責任者経験を証明できる第三者とします。

更新の場合は、申請者本人の証明でも構いません。

１.新規申請時

２.変更届提出時

３.更新、業種追加、般特新規申請時

姓のフリガナ最初の二文字を記入
してください。

右詰めで記入。

左に余白がある場合は０を記入してください。

変更届提出の場合に記入が必要です。

姓と名の間は一マスあけます。

不要なものは消してください。

新規申請時は記入不要。

更新申請等、変更届提出時は記入が必要です。

平成

不要なものは消してください。

不要なものは消してください。
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記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

氏　名　 宮崎　太郎
　

令和５年○○月○○日

自　　　  H8年   　4月　 　1日

至　　　 H11年  　 2月　　28日

自　　　 H11年   　3月　 　1日

至　　　 H21年  　10月　　31日

自　　　 H21年    11月　 　1日

　上記のとおり相違ありません。

罰

なし
賞

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

（株）みやざき建設  取締役就任

（株）みやざき建設　代表取締役就任　現在に至る

至　　　    年  　  月　　  日

自　　　 H26年     4月　 　1日

至　　　　　年　　　月　　　日

（株）東京土木　土木管理部長

（株）東京土木　取締役就任

自　　　  H2年   　4月　 　1日
（株）東京土木入社　土木管理部にて技術者として勤務

至　　　  H5年 　　3月　　31日

職 自　　　  H5年   　4月　 　1日
（株）東京土木　土木管理課長

至　　　  H8年 　　3月　　31日

自　　　 S50年   　4月　 　1日
（株）鈴山建設入社　工務部にて技術者として勤務

至　　　  H2年 　　3月　　31日

氏 名 宮崎　太郎 生 年 月 日 昭和24年5月6日

職 名 代表取締役

別紙 （用紙Ａ４）

常勤役員等の略歴書

現 住 所 宮崎市船塚７丁目８－９

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

１） 現在に至るまでの職歴を記載してください。

→ 建設業に関しては、すべて記載してください。

２） 「従事した職務内容」は、会社名、職名、具体的な職務内容等を簡潔に記載してください。

３） 建設業の経営経験歴が分かるように、役員就任歴を明確に記載してください。

４） 非常勤の役員は、職歴の後に「（非常勤）」と書いてください。

賞罰がなければ「なし」と書きます。

※記載すべき罰について記載がない場合は、虚偽申告として取り扱い、監督処分の対象となりま

すので十分に注意してください。（建設業の行政処分及び行政罰はもちろんのこと、その他の賞罰

についても記載の対象になります。）
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（１）　下記の者は、次のとおり第７条第１号ロ に掲げる経験を有することを証明します。

執行役員（財務・労務）、取締役

平成30年４月から　令和5年3月まで　満５年０月

役員

東京都中央区１－３－３００
東京土木（株）

（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号ロ ⑴ に該当する者であることに相違ありません。
⑵

宮崎市橘通東２－１０－１
（株）みやざき建設

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　常勤役員等の略歴については、別紙による。

宮崎市高岡町内山３１００

月 日年生 年 月 日

18

氏 名 ２ １

3 5 10 13 14 16

月 1 3 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 6 3 年 0 2生 年 月 日

18

氏 名 ２ ０ 宮 崎 花 子

3 5 10 13 14 16

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ミ ヤ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

1 2 月 1 0 日3 号 令和 3 0 年第 0 4 4 9 2
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
宮崎県知事 特

許 可 番 号 １ ８ 4 5

3 5 10 11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変           更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

届出者 代表取締役　宮崎太郎　　　　　　　　　　 　　 宮崎県知事 

証明者 　　代表取締役　東京一郎　　　　　　　　　　　　　　

の常勤の役員
本 人
の 支 配 人

令和５年○○月○○日

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

令和５年○○月○○日

⑴
⑵

（第一面）

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

3 0

証明者は、被証明者が役員をしていた建設会社の代表

者、許可を有している元請業者等、被証明者の経営業務

管理責任者経験を証明できる第三者とします。

更新の場合は、申請者本人の証明でも構いません。

１.新規申請時

２.変更届提出時

３.更新、業種追加、般特新規申請時

姓のフリガナ最初の二文字を記入
してください。

右詰めで記入。

左に余白がある場合は０を記入してください。

変更届提出の場合に記入が必要です。

姓と名の間は一マスあけます。

不要なものは消してください。

新規申請時は記入不要。

更新申請等、変更届提出時は記入が必要です。

本様式は、常勤役員等を直接に補佐する者を置く場合のみ、提出が必要です。

不要なものは消してください。

不要なものは消してください。

平成
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⑵
（３）　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

宮崎市橘通東２－１０－１
（株）みやざき建設

殿 代表取締役　宮崎太郎　　　　　　　　　　 　　 

○○部長（財務管理）

平成27年　　４月から　令和4年　　3月まで　満　７年　０月

従業員

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

　　　　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

　　　　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の業務運営の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

（第四面）

宮崎県知事 

別紙二 （用紙Ａ４）

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

月 日

（第三面）

年生 年 月 日

18

氏 名 ２ ６

3 5 10 13 14 16

月 0 1 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 5 9 年 0 1郎 生 年 月 日

1813 14 16

氏 名 ２ ５ 都 城 建 四

3 5 10

記

3

氏名のフリガナ ２ ４ ミ ヤ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

1 2 月 1 0 日3 号 令和 3 0 年第 0 4 4 9 2
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

許 可 番 号 ２ ３ 4 5

3 5 10 11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

備 考

3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ２ 1

申請者
届出者

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

（用紙Ａ４）

（第二面）

令和４年○○月○○日

地方整備局長
北海道開発局長

3 0

財務管理、労務管理、業務運営の経験を有する補
佐人が同一人物の場合でも、第二面～第四面そ
れぞれ作成が必要です。

右詰めで記入。

左に余白がある場合は０を記入してください。

姓のフリガナ最初の二文字を記入
してください。

姓と名の間は一マスあけます。

補佐人の変更届提出の場合に記入が必要です。

記入方法は常勤役員等の略歴書（様

式第７号別紙）と同様です。

新規申請時は記入不要。

更新申請等、変更届提出時は記入が必要です。

平成
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殿

許可年月日

（営業所毎の保険加入の有無）

雇用保険

合　計 　２０人
（　  ３人）

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

厚生年金保険

健康保険

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

本店一括

厚生年金保険 本店一括

雇用保険 本店一括

　　　　人
（　　　　　人）

都城支店 　  ５人
（　  ０人）

3 3 3

健康保険

健康保険 ○○○○－○○○○○○－○

厚生年金保険 ○○○○－○○○○○○－○

雇用保険 4530○○○○

厚生年金保険 雇用保険

本　店 　１５人
（　  ３人）

1 1 1

3 0 年 1

営業所の名称 従業員数
保険加入の有無

事業所整理記号等
健康保険

1 0 日
宮崎県 知事 特

第 0 4 2 月4 9 2 3 号 令和許 可 番 号
国土交通大臣

許可（
般

－ 3 0 ）

北海道開発局長 申請者 　(株)みやざき建設
宮崎県知事 届出者 　代表取締役　　宮崎　太郎

様式第七号の三（第三条、第七条の二関係） （用紙Ａ４）

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

（１）　健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、届出をします。

令和５年○月○○日

地方整備局長 　宮崎市橘通東２－１０－１

全ての従業員（期間雇用者を含む。）の数を記入
してください。
※法人にあってはその役員、個人にあってはその
事業主を含め全ての従業員数（建設業以外に従
事する者を含む。）の記載が必要です。
（ ）内には、役員又は個人事業主（同居の親
族である従業員を含む。）の人数を内数として記
載してください。

「１」の該当する場合は次の①、②の書類を添付してください。

①「健康保険」及び「厚生年金保険」確認書類
・保険料の納入に係る「直近の領収証書又は納入証明書」の写し

②雇用保険確認書類（次のいずれか）
・労働保険料完納証明書の写し
・直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し（事務組合等を利用している場合
には納入通知書）と保険料領収書の写し
※「労災保険」ではなく「雇用保険」について確認できるものが必要ですので御注意ください。

不要なものは消してください。

記載要領（抜粋）
5 「営業所の名称」の欄は、別記様式第二十二号の五別紙二、別記様式第二十二号の七別紙二、別記様式第二十二号の八別紙二又は別記様式第二十二号の十
別紙二に記載した順に記載すること。

6 「従業員数」の欄は、法人にあってはその役員、個人にあってはその事業主を含め全ての従業員数(建設業以外に従事する者を含む。)を記載すること。( )内
には、役員又は個人事業主(同居の親族である従業員を含む。)の人数を内数として記載すること。

7 「保険加入の状況」の「健康保険」の欄については、適用事業所となったことについて日本年金機構又は健康保険組合に対して届出を行っている場合は
「1」を、従業員が4人以下である個人事業主である場合等の健康保険法の適用が除外される場合は「2」を、健康保険法(大正11年法律第70号)第34条第1項
の規定による一括適用の承認に係る営業所(同条第2項の規定により適用事業所でなくなったものとみなされるものに限る。以下同じ。)については「3」を
記入すること。

8 「保険加入の状況」の「厚生年金保険」の欄については、適用事業所となったことについて日本年金機構に対して届出を行っている場合は「1」を、従業員
が4人以下である個人事業主である場合等の厚生年金保険法の適用が除外される場合は「2」を、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第8条の2第1項の規
定による一括適用の承認に係る営業所(同条第2項の規定により適用事業所でなくなったものとみなされるものに限る。以下同じ。)については「3」を記入
すること。

9 「保険加入の状況」の「雇用保険」の欄については、適用事業となったことについて公共職業安定所の長に対して届出を行っている場合は「1」を、従業員
が1人も雇用されていない場合等の雇用保険法の適用が除外される場合等は「2」を、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第9条
の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については「3」を記入すること。

10 「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては健康保険組合名)を記載すること。ただし、
健康保険法第34条第1項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店(○○支店等)一括」と記載すること。

11 「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただし、厚生年金保険法第8条の2第1項の規
定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店(○○支店等)一括」と記載すること。

平成

該当するものに○をしてください。
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（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

　　　　　　　　宮崎市橘通２－１０－１
　　　　　　　　（株）みやざき建設

殿 　　　　　　　　代表取締役　宮崎  太郎　　　　　

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

知事宮崎県

解

解

解

7

2 4

2 3 0 7 1 3

30

清

専 任 技 術 者
の 住 所

都城市花繰町１０－３ 営業所の名称
（新所属） 都城支店

変 更 、 追 加 又 は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 0 1

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

2現在担当している
建 設 工 事 の 種 類

30

今 後 担 当 す る 建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 2

具 水 消 清
3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園 井舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋

H 年 月 日

土 建 大 左 と 石

生年月日シ 串 間 あ や

10 15 18 20

氏 名 ６ ３ ク

専 任 技 術 者
の 住 所 宮崎市神宮東７－６－５

営業所の名称
（新所属） 都城支店

項 番 フリガナ クシマ　アヤ　　　　　　　　　　　
3 5

変 更 、 追 加 又 は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

現在担当している
建 設 工 事 の 種 類

9

30

今 後 担 当 す る 建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 9

具 水 消 清
3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園 井舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋

Ｓ 年 月 日

土 建 大 左 と 石

生年月日ベ 延 岡 悟

10 15 18 20

氏 名 ６ ３ ノ

専 任 技 術 者
の 住 所 宮崎市潮見町５６－７－８

営業所の名称
（ 新 所 属 ） 本店

項 番 フリガナ 　　　　　ノベオカ　サトル
3 5

変 更 、 追 加 又 は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3 3 8

６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15

１ ２ ３ ４ ５

現在担当している
建 設 工 事 の 種 類

9 7 9

設 工 事 の 種 類
今 後 担 当 す る 建

６ ４ 9 7 9

具 水 消内 機 絶 通
3 5 10 15 20 25

園 井舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石

生年月日 Ｓ 年 月 日5 3 0 4貴

20

氏 名 ６ ３ ニ チ 日 南

記

項 番 フリガナ 　　　　　ニチナン　タカシ
3 5 10 15 18

2 月 1 0 日
特

号 平成 3 0 年 10 4 4 9 2 3許可 （
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 4 5 国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

宮崎県知事 届出者

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和５年○月○○日　

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

0 3 0 3 0 3

3 0

電算用紙
許可④

姓と名の間は一マスあけます。

姓のフリガナ最初の二文字を
記入してください。

専任技術者の住所及び所属営業所の
名称を記入してください。

不要なものは消してください。 １.業種追加、般特新規申請時も「１」を記入

２～５. 変更届提出時

○すでに専任技術者になっている者が業種追加等の申請をする際、これまで担当している業種を
記入してください。
※新規申請時及び変更届のうち「３．専任技術者の追加」については記入不要

「有資格区分」は、専任技術者が有する資格
等について、建設業法施行規則別表（二）の
分類＜有資格コード一覧参照＞に従い、該
当するコードを記入してください。

右詰めで記入。左に余白がある場合は０を記入してください。

該当するものに○をしてください。
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様式第九号（第三条関係）

宮崎市瀬頭２丁目４－３－２－１

楠並木工業（株）

社員

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

現場主任 ２９年７月から３０年３月まで

　　青島トンネルコンクリート工事

　　白浜病院コンクリート打設工事

現場主任 ２６年５月から２６年６月まで

現場主任

現場主任

２６年６月から２６年８月まで

２６年９月から２６年１０月まで

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

職 名

現場主任

実　 務　 経　 験　 年　 数

串間　あや

実 務 経 験 の 内 容

　　平和台公園コンクリートブロック据付工事

平成3年3月3日
使用された
期 間

平成２６年　４月から

現場主任

現場主任

　　生目コーポコンクリート打設工事

現場主任

２６年１０月から２６年１２月まで

２７年１月から２７年３月まで

　　Ｙ邸外構工事

　　Ｓ邸外構工事

現場主任

現場主任

現場主任

２７年７月から２７年９月まで

２７年９月から２７年１１月まで

　　花ヶ島高校校庭地盤改良工事

　　Ｉ邸外構工事

２８年６月から２８年１２月まで

　　有限会社東設備　機器保管倉庫コンクリート打設工事

　　日南トンネル掘削工事

２７年１２月から２８年３月まで　　株式会社花山手倉庫コンクリート打設工事

合計　　　満　３年　３月

２９年１月から２９年６月まで

２８年４月から２８年６月まで

（用紙Ａ４）

記

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、とび・土工工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

被証明者との関係

令和５年○月○○日

　　　　　 代表取締役　楠木　一郎

平成３０年　３月まで

２６年４月から２６年５月まで

楠並木興業（株）

生年月日

２７年４月から２７年６月まで

２７年６月から２７年７月まで

　　Ｔ邸外構工事

　　Ａ邸外構工事

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

現場主任

現場主任

現場主任

証 明 者

　　一ツ葉小学校校庭土工事

　　スカイマンションコンクリート打設工事

現場主任

技 術 者 の 氏 名

使用者の証明が得ることができない場合は、

その理由を記入してください。
（例）倒産により使用者行方不明のため

実務経験を必要な期間分、記入することが
必要です。
まとめ書きは認められません。
なお、この例は３年３月の実務経験証明と
なっていますが、証明が必要な期間に応じ
て、同様の要領で作成することが必要です。

実務経験における使用者（雇用主）が証明者となります。

各経験年数の始まりの月は計算しません。
この例の「２６年４月から２６年５月まで」の
場合は１か月となります。
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様式第十号（第十三条関係）

社員

記載要領

　２　「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

千円

千円

千円

実　務　経　験　の　内　容

土木課長 県道７５号線法面工事

土木課長 宮崎工場解体・設備撤去工事

センター新築造成工事

消波ブロック設置工事

土木課長 新大淀橋仮桟橋撤去工事

　　以上の建設工事（平成６年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月１日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの）

　　１件ごとに記載すること。

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

合計　　　満２年１月

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円

　　年　　月から　　年　　月まで千円

　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円

大坪工業（株） 52,000千円

千円

土木課長

50,000千円

45,000千円

48,000千円

土木課長

発 注 者 名

都城土木事務所 70,000千円

宮崎土木事務所

請負代金の額

一ツ葉港湾事務所

宮崎県貿易センター

職　　　　名

記

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

期 間

令和元年１２月から令和２年３月まで

令和２年１０月から令和３年３月まで

令和３年６月から令和３年１０月まで

実　 務 　経　 験　 年　 数

平成３０年６月から平成３１年３月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

（用紙Ａ４）

被証明者との関係

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、とび・土工　工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和５年○月○○日

証 明 者

　　宮崎市橘通東２－１０－１
　　（株）みやざき建設
　　代表取締役　宮崎　太郎

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

　令和元年５月から令和元年９月まで

串間　あや 生 年 月 日

（株）みやざき建設 令和３年１０月まで

使用された平成3年3月3日 平成３０年４月から

証明者の立場から見た

技術者との関係を記入します。

この証明書は特定建設業の許可を得ようとする場合で、法第１５条第２号の該当区分が（ロ）に該当した方について作成します。

※指定建設業（土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園）については、当該証明による実務経験では専任技術者として認められません。

建設工事の種類、技術者、証明者ごとに各々作成しますが、ここでの工事は元請工事で、請負金額が以下のものに限られます。

①Ｓ59.9.30までに従事したものは15,000千円以上

②Ｓ59.10.1以降H6.12.27までに従事したものは30,000千円以上

③Ｈ6.12.28以降に従事したものは45,000千円以上

この経験は、発注者から元請負人として請け負った建設工事に関する経験であり、注文者側における経験又は下請負人としての経験はこれに含まれません。

経験年数を合計して、満２年（２４か月）以上になることが必要です。

この場合の経験年数の計算は各々の工事の経験年数を片落計算で算出します。

使用された期間の合計ではありません。

また、経験年数が重複しているものにあっては、二重に計算してはいけません。

契約工期を記入するのではなく、指導監督的な実

務に従事した期間を記入します

-49-



令和５年○月○○日

北都
ホクト

　五郎
ゴロウ

支店長都城支店

（用紙Ａ４）

建　設　業　法　施　行　令　第　３　条　に　規　定　す　る　使　用　人　の　一　覧　表

様式第十一号（第四条関係）

氏
フリ

名
ガナ

営業所の名称 職　　　　　名

フリガナを記入してください。

建設業法施行令第３条に規定する使用人とは、
支配人、支店又は営業所（本店を除く。）の代表者です。
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記載要領

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄及び確認欄への記載を要しない。

４　顧問及び相談役については、「賞罰」の欄及び確認欄への記載を要しない。

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

許可申請者

法 人 の 役 員 等

の住所、生年月日等に関する調書
本 人

法 定 代 理 人

法定代理人の役員等

住 所宮崎市高岡町内山３１００

氏 名宮崎
ミヤザキ

　花子
ハナコ

生 年 月 日昭和６３年２月１３日生　

役 名 等取締役

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

なし
賞

罰

法 定 代 理 人

　上記のとおり相違ありません。

　
令和５年○月○○日 氏　名　 宮崎　花子

法定代理人の役員等 」

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の
　　５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

６　様式第７号別紙又は様式第７号の２別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

１ 「 法 人 の 役 員 等

本 人
　については、不要のものを消すこと。

賞罰がなければ「なし」と書きます。

※記載すべき罰について記載がない場合は、虚偽申告として取り

扱い、監督処分の対象となりますので十分に注意してください。

（建設業の行政処分及び行政罰はもちろんのこと、その他の賞罰に

ついても記載の対象になります。）

本調書は役員等の一覧表（様式第一号別紙一）に記載された者全員
について作成することとされているが、「顧問」及び「相談役」について
は、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

※本記載例（Ｐ３３）では、宮崎花子のほか、
・ 取締役（株主等） 「宮崎 次郞」
・ 株主等 「宮崎 三郎」
の分の調書作成も必要。
（代表取締役「宮崎 太郎」については、様式第7号別紙を作成して
いるため、本様式の作成を要しない。）
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記載要領

　

罰

　　　　　　　　　氏　名　　　　　北都　五郎

「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

なし

　上記のとおり相違ありません。

（用紙Ａ４）

令和５年○月○○日

営 業 所 名 　都城支店

建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

様式第十三号（第四条関係）

住 所

氏 名

職 名

　都城市北原町２４－８９

　支店長

生 年 月 日 　昭和３９年６月６日生　　北都　五郎
　ホクト　　　　　　ゴロウ　　

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

賞

賞罰がなければ「なし」と書きます。

※記載すべき罰について記載がない場合は、虚偽申告として取り扱

い、監督処分の対象となりますので十分に注意してください。

（建設業の行政処分及び行政罰はもちろんのこと、その他の賞罰に

ついても記載の対象になります。）

建設業法施行令第３条に規定する使用人とは、
支配人、支店又は営業所（本店を除く。）の代表者です。
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記載要領

様式第十四号（第四条関係）
（用紙Ａ４）

株　　　主　　　（出　　　資　　　者）　　　調　　　書

株主（出資者）名 住　　　　　　　所 所有株数又は出資の価額

４００株

　この調書は、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。

宮崎　次郎  宮崎県宮崎市旭１－２－２ ６００株

宮崎　三郎  宮崎県延岡市愛宕町２－１５
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様式第十七号の二 （第四条、第十条、第十九条の四関係）　　　　　　　　　　

（会社名）

注

　１　 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

　２　 重要な会計方針

　　(1)  資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法

　　(2)　固定資産の減価償却の方法 建物は定額法、その他の資産は定率法

　　(3)　引当金の計上基準 一般債権については法人税法の規定による法定繰入率、その他の債権

については個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

　　(4)　収益及び費用の計上基準 収益については、請負金額１億円以上の工事は工事進行基準、

その他の工事については工事完成基準。

　　(5)　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式

　　(6)　その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本とな

       る重要な事項 該当なし

　３　 会計方針の変更 該当なし

　４　 表示方法の変更 該当なし

　５　 会計上の見積りの変更

　６　 誤謬の訂正 該当なし

　７　 貸借対照表関係

　　(1)　担保に供している資産及び担保付債務

　　　 ①  担保に供している資産の内容及びその金額

　　 　②  担保に係る債務の金額

　　(2)　保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

　　　　　受取手形割引高　　　　　　　　　　　千円

　　　　　裏書手形譲渡高　　　　　　　　　　　千円

　　(3)　関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

　　(4)　取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭

　　　 債権及び金銭債務

　　(5)　親会社株式の各表示区分別の金額

　　(6)　工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

　８　 損益計算書関係

　　(1)　工事進行基準による完成工事高

　　(2)　売上高のうち関係会社に対する部分

　　(3)　売上原価のうち関係会社からの仕入高

　　(4)　売上原価のうち工事損失引当金繰入額

　　(5)　関係会社との営業取引以外の取引高

　　(6)　研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。）

　９　 株主資本等変動計算書関係

　　(1)　事業年度末日における発行済株式の種類及び数 普通株式　１，０００株

　　(2)　事業年度末日における自己株式の種類及び数 該当なし

　　(3)　剰余金の配当 該当なし

　　(4)　事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数 該当なし

注　　　　記　　　　表

株式会社みやざき建設

自　令和　３年　４月　１日

至　令和　４年　３月３１日

該当事項がない場合は

「該当なし」と記載してください。

株式譲渡制限会社（特例有限会
社、株式譲渡について取締役会
の承認が必要な会社など）は下記
項目の「２」、「３」、「４」、「６」、「９」、
「１８」について記載してください。

枠内は、すべての株式会社（特例有限会社を含

む）が記載しなければなりません。

枠内は、すべての株式会社（特例有限会社を含

む）が記載しなければなりません。
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　10　 税効果会計

　11　 リースにより使用する固定資産

　12　 金融商品関係

　　(1)　金融商品の状況

　　(2)　金融商品の時価等

　13　 賃貸等不動産関係

　　(1)　賃貸等不動産の状況

　　(2)　賃貸等不動産の時価

　14 　関連当事者との取引

　　 取引の内容

　　 　ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

　　(1)　取引の内容

　　(2)　取引条件及び取引条件の決定方針

　　(3)　取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容

　15 　一株当たり情報

　　(1)　一株当たりの純資産額

　　(2)　一株当たりの当期純利益又は当期純損失

  16 　重要な後発事象

  17 　連結配当規制適用の有無

　18　 その他 該当なし

(被所有)割合
取引の内容 取引金額種類 関係内容 

称又は氏名
科目

期末残高

（千円）

科目
期末残高

称又は氏名 (被所有)割合 （千円）

会社等の名 議決権の所有

種類
会社等の名 議決権の所有

関係内容

枠内は、すべての株式会社（特例有限会社

を含む）が記載しなければなりません。
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記載要領

３

すること。

賞
罰

平成　　年　　月　　日　

平成１５年　８月１２日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

平成３０年　１２月１０日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

平成２７年　１月　１日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

平成　　年　　月　　日　

（株）みやざき建設設立　　資本金　１，０００万円

宮崎県知事許可（般－１０）第４４９２３号　新規（土、と）平成１０年　５月２５日　

平成　　年　　月　　日　

資本金の増資　　資本金　２，０００万円

資本金の増資　　資本金　４，５００万円

（用紙Ａ４）

営　　業　　の　　沿　　革

平成元年　３月　１日　

様式第二十号（第四条関係）

個人事業の建設業「みやざき建設」創業

創
業
以
後
の
沿
革

平成３年　２月　１日　

平成２２年　２月　１日　

宮崎県知事許可（般－２５）第４４９２３号　追加（建）

宮崎県知事許可（特－３０）第４４９２３号　般・特新規（土、と）

指示処分（専任技術者の専任義務違反）

　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等を記載１

　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。２

建
設
業
の
登
録
及
び
許
可
の
状
況

平成２５年　３月１０日　

創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金
額の変更、営業の休止、営業の再開等について、記入してください。

更新を除いた建設業の登録及び許可について、記入してください。

記入にあたっては、上記例のように、許可番号、区分、業種について記入してください。

該当がない場合は、「該当なし」と記入してください。
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記載要領

　「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

所　　属　　年　　月　　日

様式第二十号の二（第四条関係） （用紙Ａ４）

所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

一般社団法人宮崎県建設業協会 平成7年10月1日

団　　体　　の　　名　　称

加入していない場合は、「未加入」と記載してください。
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記載要領

　２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　　

　　（例　○○銀行○○支店）

　１　「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

そ の 他 の 金 融 機 関政 府 関 係 金 融 機 関
普 通 銀 行
長 期 信 用 銀 行

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫
信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

宮崎青島銀行　中央支店 小丸信用金庫　佐土原出張所

様式第二十号の三（第四条関係） （用紙Ａ４）

主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

支店、営業所の区分まで記載してください。
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様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号
について変更があったので届出をします。

宮崎市橘通東１－９－１１
（株）みやざき建設

殿 印 代表取締役　宮崎　太郎

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

　宮崎市

ファックス番号　０９８５－２６－７３１２

所属等　総務部 氏名　金村　五郎 電話番号　０９８５－２６－７１７６

（千円）
,

資 本 金 額
４ ４

又 は 出 資 総 額 ,

6

3 5 10

2 6 － 7 1 7電 話 番 号 0 9 8 5 －－郵 便 番 号 ４ ３

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

9 － 1 1

20

主たる営業所の
所 在 地

４ ２ 橘 通 東 1 －

0 1 都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

　宮崎県
主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

４ １ 4 5 2

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０

代表者又は個人
の氏名のフリガナ

３ ９

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

2 3３ ６ 2 3 4 21 5 1

3 5

法 人 番 号

10

3 4 5 1

15

商 号 又 は 名 称 ３ ８

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

3 5 10 15 20

令３条に規定する使用人 北都　五郎 恒久　金一 R5.2.1 都城支店

営業所在地の変更 宮崎市橘通東２－１０－１ 宮崎市橘通東１－９－１１ R5.1.15 本店

電話番号の変更 ０９８５－２６－７１６９ ０９８５－２６－７１７６ R5.1.15 本店

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

3 2 月 1 0 日号 平成 3）第 0 年 10 4 4 9 25
国土交通大臣

許可（
般

－
特宮崎県 知事

5 1110 13 15

許 可 番 号 ３ ５ 4

６

地方整備局長
北海道開発局長

大臣
コード

知事

届出者

項 番 3

宮崎県知事

変　更　届　出　書

（第一面）
下記のとおり、

令和５年○月○○日　　

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０

役員等の氏名 取締役　宮崎　花子 取締役　日向　ひなた R5.1.20 取締役退任・就任

役員等の氏名 取締役　宮崎　建吉 － R5.1.8 死亡

3 0

（項番37～44）

変更があった事項のみ記入します。

電算用紙
変更①

不要なものは消してください。

右詰めで記入。左に余白がある場合は０を記入してください。

主たる営業所の所在地には「市町村名」を記入しないでください。
番地はアラビア数字とハイフンで記入し、「丁目」、「番地」、「号」などの文字は使用しません。

事実上の変更日を記入してください。

（法人の場合は、登記した日としないこと。）

変更があった場合は
セットで記入

該当するものに○をしてください。

市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名 コード

宮 崎 市 45201 串 間 市 45207 高 鍋 町 45401 諸 塚 村 45429

宮崎市（高原町） 45381 西 都 市 45208 新 富 町 45402 美 郷 町 45431

都 城 市 45202 え び の 市 45209 西 米 良村 45403 高 千 穂町 45441

延 岡 市 45203 三 股 町 45341 木 城 町 45404 日 之 影町 45442

日 南 市 45204 高 原 町 45361 川 南 町 45405 五 ヶ 瀬 町 45443

小 林 市 45205 国 富 町 45382 都 農 町 45406

日 向 市 45206 綾 町 45383 門 川 町 45421 椎葉村（下記以外） 45430

45439椎葉村大河内のうち、字が大河内、野々首、矢立、大藪、大桑の木、平、丸野及び城
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許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（

市区町村名

解

消

30

解

1

解

変更前

3 5 10 15 20 25 30

変更前

3 5 10 15 20 25 30

3 5 10 15 20 25

変更前

3 5 10 15 25 3020

0 日
宮崎県知事 特

年 1 2 月号 04 9 2 3 1第2 9 0 4 平成
国土交通大臣

許可（
般

－

10

３．従たる営業所
　　の新設

11

）許 可 番 号 8 2 4 5

区 分 8 1

大臣コード

左 と 清タ電 鋼

25 30

電 話 番 号

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名

機鋼 筋

と す る 建 設 業

従 た る 営 業 所 の
名 称

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

郵 便 番 号

内
　
　
容

営 業 し よ う

従たる営業所の
所 在 地

変更前

防 内ほ電 タ

8

板 ガ管

店

3 5

城 支

（第二面）

40

知事

3

3

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

5

項 番 3

（主たる営業所）

3 5

と す る 建 設 業

項 番

（用紙Ａ４）

20

13 15

3

8 4 都

ミヤコノジョウシテン

園通 消井 具 水塗

15

3530

4

10

－

宮崎県

23 25

5

3 5

20

2 0 2 市区町村名

10 15

都道府県名 都城市

8 6 原

8 5 4

北 町 2 2 1

23 25 30 35

8 7

3 5 6 10 15 20

7 8 8 6 － 0 2 電 話 番 号

塗左 と 具井しゆ

8 8 2

土 大建

3 5

土 建

23

3

2

屋石

水

通絶 園

15

土 建
3

営 業 し よ う
8 3

筋鋼屋 電 管 タ石

）

ほ 板 ガ 内 機 絶 清
5 10 15

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

大 左 と 防しゆ

20

20 25 30

（

（
水

10 15

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称
23 25 30 35 40

市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

53 10 20

4035

5 6

石 屋 ガ管

郵 便 番 号 8 7

大

－

2015

防筋 しゆ板ほ

10

塗 内
（

絶 通 井 具園機

5 10 15

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

20

従 た る 営 業 所 の
8 4

3

名 称
23 25 30 35

5 10

40

都道府県名8 5

郵 便 番 号

3

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

30 35 4023 25

6 10 15 20

8 7

3 5

電 話 番 号－

土 建 大 左 と 屋 電 管 具防 内 機 絶タ 筋 ほ
営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

石 清しゆ板 ガ 塗鋼 水 消通 園 井

40

４．従たる営業所
　　の廃止

１．一般
２．特定

１．一般
２．特定

消 清
）

１．一般
２．特定

）

１．一般
２．特定

）

営業所とは、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等請負契約に関する事務を常時継続して行う事務所をいいます。

→ 単に商業登記上の本店又は支店等で、建設工事に関する請負契約事務を行わない事務所等は該当しません。

→ 営業所に係る変更がない場合、第二面は不要です。

→ 工事現場に臨時に置かれる工事事務所、作業所等は対象外です。

→ 主たる営業所、従たる営業所には、それぞれの営業所に営業しようとする建設業の種類に応じて、常勤の専任技術者を配置することが必要です。

営業所の所在地には、「市町村名」を記入しないでください。

→ 市町村名の次から記載

→ 番地は、アラビア数字とハイフンで表現し、「丁目」、「番地」、「号」などの文字は使用しません。

電算用紙
変更②

右詰めで記入。左に余白がある場合は０を記入してください。
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様式第二十二号の三（第十条の二関係）

ので届出をします。

許可年月日

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

具体的事由

日月

(1)　建設業法第７条第１号に掲げる

　　宮崎市橘通東１－９－１１
　　（株）みやざき建設
　　代表取締役　宮崎　太郎

年 ○ 月 ○○

　　都城支店 とび・土工・コンクリート、管

建設工事の種類

年

日令和 ５

生年月日

日

　　　　　　　　　　　　　(5)　建設業法第８条第１号及び第７号から第11号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

13

13

営 業 所 の 名 称

氏 名 ５ ３

3 5 10

月年生年月日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

3 5 10 14

氏 名 ５ ３

日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

Ｓ 0年 7 31生年月日 32直 月

14 16 18

氏 名 ５ ３ 三 股

3 5 10

3 5 10

　　　　　　　　　　　　　(3)　建設業法第７条第２号又は法第15条第２号に掲げる基準〔専任の技術者〕を満たさなくなつた場合

　　　　　　　　　　　　　(4)　専任の技術者を削除した場合

13

年

1814 16

生年月日 月

13

記

　　　　　　　　　　　　　(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者〕を満たさなくなつた場合

　　　　　　　　　　　　　(2)　経営業務の管理責任者を削除した場合

氏 名 ５ ２ 日

0－ ）3 0 09 2 3 月4 4（
般

1平成

　 に掲げる基準を満たさなくなつた
(4)　専任の技術者を削除した
(5)　欠格要件に該当するに至つた

号許可 日
宮崎県 知事

年 1 2
国土交通大臣

3第 0
特

許 可 番 号 ５ １ 4 5

15

項 番 大臣コード
知事

3 5 10

地方整備局長
北海道開発局長

           宮崎県　知事　殿 届 出 者

11 13

８

下記のとおり、

届　　　　　　　出　　　　　　　書

(3)　建設業法第７条第２号又は法第15条第２号
(2)　経営業務の管理責任者を削除した
　 基準を満たさなくなつた

16 18

14 16 18

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０

届出例

（１） → 経営業務管理責任者がいなくなった。（後任なし）

（２） → 一部廃業により、経営業務管理責任者を削除する場合。

（３） → 営業所に専任技術者が一人もいなくなった場合。

（４） → 一部廃業により、専任の技術者を削除した場合。

留意事項

① 一部廃業の際に、廃業しない業種について引き続き専任技術者となる場合は、様式第８号の区分「２」で届出を行ってください。

② 営業所の廃止に伴い、所属営業所を変更し、引き続き専任技術者となる場合は、様式第８号の「５」で届出を行ってください。

電算用紙
届出

不要なものは消してください。

右詰めで記入。左に余白がある場合は０を記入してください。

姓と名の間は一マスあけます。

該当するものに○をしてください。
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様式第二十二号の四（第十条の三関係）

殿

許可年月日

【備考】

(1)　許可に係る建設業者が死亡したため

(2)　法人が合併により消滅したため

(3)　法人が破産手続開始の決定により解散したため

(4)　法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したため

(5)　許可を受けた建設業を廃止したため

８５

2

廃止した建設業

行政庁側記入欄
整理区分

７
届出時に許可を
受けている建設業

3

５ ６

1

廃業等の年月日

令和

3

2

5

廃 業 等 の 理 由

日

廃　　　業　　　届

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

５

届 出 の 区 分

項 番

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ９

　　代表取締役　宮崎　太郎宮崎県知事

3

５

2

大臣

４

コード
知事

2 ）

届出者

3

（
1.全部の業種の廃業
2.一部の業種の廃業

4 5

3 5

0 ） 第 0
国土交通大臣

許可許 可 番 号 ５ ５

13 1510 11

4 4 9 2 3 号 平成 3 0 年 0 日1 2 月 1

土 建 大 左 と 石 防屋 電 管 タ 鋼 筋 井

2

ほしゆ板 ガ 塗 水 消 清内 機 絶 通 具園

10 15 20 25
1.一般
2.特定

（30

決裁年月日 ５ ９ 月年

5 7

日

地方整備局長 　　宮崎市橘通東１－９－１１

北海道開発局長 申請者 　　（株）みやざき建設

年令和 5 ○ 月 ○○

令和 5 年 ○ 月 ○○ 日

－
宮崎県知事 特

3

記

）

解

1

（
般

許可の取消通知を発送しますので、死亡や解散等で所
在地が異なる場合、必ず送付先を記入してください。

一部廃業の場合は、別途専任技術者の変更又は削除の届出が必要です。

① 専任技術者の担当業種の一部を廃業した場合

→ 専任技術者の専任業種の変更となり、様式第８号の区分「２担当業種の変更」で処理する。

② 一部廃業により、専任となる業種がなくなった場合

→ 様式第８号又は様式第２２号の３により、専任技術者を削除。

電算用紙
廃業

記入漏れが多い箇所

不要なものは消してください。

右詰めで記入。左に余白がある場合は０を記入してください。

太枠内は記入不要です。

-62-



5 年 ○ 月 ○○ 日

般
特 － 30 ）第 号

平成 30 年 12 月 10 日

（ )

　事業年度（第 28 期 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

が終了したので、別添のとおり、下記の書類を提出します。

（１）工事経歴書

（２）直前３年の各事業年度における工事施工金額

（３）貸借対照表及び損益計算書

（４）株主資本等変動計算書及び注記表

（５）事業報告書（特例有限会社を除く株式会社のみ）

（６）事業税納付済額証明書

（７）使用人数

（８）令第３条に規定する使用人の一覧表

（９）定款

（10）健康保険等の加入状況

※ 経営事項審査の受審予定 あり　　・　　なし

　記載要領

　　１　（１）から（10）までの事項については、該当するものの番号を○で囲むこと。

変　　更　　届　　出　　書

宮崎市橘通東１－９－１１

許 可 年 月 日

主たる営業所
の 所 在 地

商号又は名称 （株）みやざき建設

代表取締役　宮崎　太郎

法 人 番 号

記

令和

１２３４５１２３４５１２３

宮崎県知事許可（

電 話 番 号 ０９８５

代 表 者 氏 名

許 可 番 号

宮崎県知事　　　殿

44923

２６ ７１７６

個人は、不要です。

法人の場合は、法人事業税、個人の場合は、個人事業税。

変更があった場合は、提出してください。
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